
　本章では、第１節において、消費者安全
法に基づいて、消費者庁に通知された消費
者事故等に関する情報を取り上げます。
　第２節では、消費生活用製品安全法等の
規定に基づき消費者庁に寄せられる事故情
報や危害・危険に関する相談の動向、生命・
身体に関する事故情報について取り上げま
す。さらに、2018年度に消費者庁や国民生
活センターが行った消費者に向けた最近の
主な事故事例等の注意喚起のうち、いくつ
かの具体的な事故情報を紹介します。
　第３節では、全国の消費生活センター
等1に寄せられた消費生活相談について、
年齢別や性別にみた相談の動向、相談の多

い商品やサービス等を概観します。
　第４節では、最近相談が急増した、はが
きによる架空請求の問題を始めインター
ネットや情報通信に関連するトラブル、高
齢者が巻き込まれる詐欺的なトラブル等に
関する消費生活相談の内容を紹介します。
　第５節では、最近の消費者被害・トラブ
ルに関する意識と経験についてのアンケー
ト結果や、2018年の社会全体の消費者被害・
トラブル額の推計結果を紹介します。
　第６節では、商品やサービスを選択する
に当たっての消費者の意識・行動、消費者
被害・トラブルについての認識等を紹介し
ます。

　消費者安全法は、2008年６月に閣議決定
した「消費者行政推進基本計画」を踏まえ、
2009年５月に消費者庁関連三法2の一つと
して成立しました。そして同年９月、消費
者庁の設置とともに施行されています。こ

れにより、消費者事故等の発生に関する情
報が消費者庁に一元的に集約され、消費者
被害の発生又は拡大防止のための各種措置
が講じられるようになりました。
　同法における消費者事故等とは、消費者
の消費生活の安全を脅かす事業者との関係
において生じた事故等をいい、生命・身体
に影響する事案のみならず、財産に関する

消費者事故等に関する情報の集
約及び分析の取りまとめ結果等第1章

消費者庁に通知された消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果第 １ 節

消費者安全法の規定に基づき消費
者事故等に関する情報を集約

第 ２ 部　消費者問題の動向及び消費者政策の実施の状況

１）国民生活センター並びに都道府県、政令都市及び市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口
２�）消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律、
消費者安全法を指す。
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事態（以下「財産事案」という。）も含ん
でいます（図表Ⅱ-1-1-1、図表Ⅱ-1-1-2）。
また、重大事故等とは、生命・身体事案の
うち、被害が重大なものやそのおそれがあ
るものをいいます。
　同法に基づき、行政機関の長、都道府県
知事、市町村長及び国民生活センターの長
は、重大事故等が発生した旨の情報を得た
ときは、それを直ちに消費者庁に通知する
こととされています。また、重大事故等以
外の消費者事故等が発生した旨の情報を得
た場合であって、被害が拡大し、又は同種・
類似の消費者事故等が発生するおそれがあ
ると認めるときにも、消費者庁に通知する
こととされています。そして、消費者庁（内
閣総理大臣）は、これらの通知により得た
情報等が消費者安全の確保を図るために有
効に活用されるよう、これらの情報を迅速
かつ適確に集約、分析し、その結果を取り
まとめ、その取りまとめた結果を関係行政
機関や関係地方公共団体、国民生活セン
ターに提供し、消費者委員会に報告し、国

民に対して公表するとともに、国会に報告
することになっています。なお、通知され
た重大事故は、定期的に事故の概要等が公
表されています。

　消費者安全法の規定に基づき2018年度に
消費者庁に通知された消費者事故等は１万
1616件で、2017年度の１万952件から6.1％
増で推移しています（図表Ⅱ-1-1-3）。そ
の内訳をみると、生命身体事故等が2,695
件（2017年度2,680件、前年度比0.6％増）、
そのうち重大事故等は1,159件（2017年度
1,280件、前年度比9.5％減）でした。重大
事故等を除く生命身体事故等では、2018年
度は1,536件と、2017年度の1,400件から
9.7％増加しました。また、財産事案は8,921
件（2017年度8,272件、前年度比7.8％増）
でした。財産事案は、2016年度に一旦7,000
件近くまで減少しましたが、2017年度以降

２0１8年度に通知された「消費者事
故等」は １万１6１6件

【ID2001】Ⅰ-1-1-1__「消費者事故等」と「重大事故等」・「多数消費者財産被害事態」の関係.pptx

図表Ⅱ-1-1-1 「消費者事故等」と「重大事故等」・「多数消費者財産被害事態」の関係

多数消費者
財産被害事態

生命身体事故等（法第２条第６項）

消費者事故等

重大事故等

（法第２条第５項第１号）
〈被害が発生した事故〉

（法第２条第５項第２号）
〈事故発生のおそれのある事態〉

（法第２条第５項第３号）

（法第２条第７項第１号） （法第２条第７項第２号）

消費安全性を欠く商品等・役
務の消費者による使用等が行
われた事態のうち、左の事故
が発生するおそれがあるもの
として政令で定める要件に該
当するもの

消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理
的な選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定め
るものが事業者により行われた事態

上の事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次
のいずれかに該当するものが事業者により行われることに
より、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせる
おそれのあるもの

・消費者による、商品等・役
務の使用等に伴い生じた事
故

・死亡、負傷又は疾病（１日
以上の治療期間）、一酸化
炭素中毒等 

上の事態のうち左の事故を発
生させるおそれがあるものと
して政令で定める要件に該当
するもの（火災等）

上の事故のうち被害が重大な
もの（死亡、負傷又は疾病

（30日以上の治療期間）、一
酸化炭素中毒等）

（法第２条第８項第１号） （法第２条第８項第２号）
左に掲げるもののほか、消費
者の財産上の利益を侵害する
こととなる不当な取引であっ
て、政令で定めるもの

消費者の財産上の利益を侵害
することとなる不当な取引で
あって、事業者が消費者に対
して示す取引の対象となるも
のの内容又は取引条件が実際
のものと著しく異なるもの

財産に関する事態（法第２条第５項３号）
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増加に転じています。
　重大事故等を事故内容別にみると、「火
災」が80.8％で約８割を占めており、この
傾向は変わっていません（図表Ⅱ-1-1-
4）。事故内容が「火災」の事例としては、
主に自動車や家電製品からの出火が火災に

つながった例がみられます。
　消費者庁では、このような重大事故等の
通知を端緒とした注意喚起を実施していま
す。例えば、2018年度には、水やぬるま湯
の中でふくらむ「カプセル入りスポンジ玩
具」が、入浴中に４歳女児の体内に入った

図表Ⅱ-1-1-2 消費者安全法に定める消費者事故等の概念図

注：事業者とは、商業、工業、金融業、その他の事業（国、地方公共団体、NPOを含む。）を行う者をいう。
　　消費者とは、個人（事業を行う場合における個人を除く。）をいう。

生命・身体分野

消費者の消費生活の安全を脅かす事業者との関係において生じた事故等

商品や施設、工作物等、又は役務によって生命・身体に被害が発生した事故（※１）
又はそのおそれのある事態

財産分野
消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的・合理的な選択を阻害するおそれ
のある行為であって政令で定めるもの（※２）が事業者により行われた事態
※２　虚偽又は誇大な広告・表示、不実告知、断定的判断の提供等

事業として供給された
商品・製品の消費者に
よる使用等に伴い生じ
た事故等

事業として又は事業の
ために提供されたサー
ビスの消費者による使
用等に伴い生じた事故
等

事業のために提供又は
利用に供された物品・
施設・工作物の消費者
による使用等に伴い生
じた事故等

「事業者」との関係が
ないもの

（例）自然災害

「消費生活」において
生じた事故ではない
もの

（例）
・労働災害
・公害

（例）
・薬品による薬害事故
・自動車の欠陥による事故
・家電製品による発火
・健康食品による健康被害

（例）
・有料サイトの利用料が未納となっているとして料金の支払を要求するもの
・在宅ワークを希望する消費者に様々な名目で多額の金銭の支払を要求するもの
・社債取引をめぐって、名義を貸したことは違法だとし、解決金の支払を要求するもの
・国内では両替が困難な外国通貨について、必ず値上がりするとして購入させるもの

（例）
・バス、タクシー、鉄道、
航空機等の事故

・医療事故
・レストランでの食中毒
・学校での授業中の事故
・エステによる皮膚障害

（例）
・駅やスーパーでのエレ
ベーター事故
・公園遊具による事故
・道路の陥没事故
・菓子のおまけの玩具の
誤飲事故

消
費
者
事
故
等

※１　商品等又は役務
が消費安全性を欠くこ
とにより生じたもので
はないことが明らかで
あるものを除く。

図表Ⅱ-1-1-3 消費者安全法の規定に基づき消費者庁に通知された消費者事故等

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長から消費者庁に通知された
消費者事故等の件数。

12,078 12,282
10,186 10,952 11,616

9,172 9,385
7,281 8,272 8,921

1,658 1,593 1,619 1,400 1,536
1,248 1,304 1,286 1,280 1,1590

（件）

5,000

10,000

15,000

2014 2015 2016 2017 2018
（年度）

重大事故等を除く生命身体事故等重大事故等 財産事案
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事故を取り上げました３（図表Ⅱ-1-1-5）。
　本件は、女児に不調が続いたものの、医
療機関で原因の特定に約４か月、全身麻酔
による異物の摘出手術を行うまでに更に約
１か月と時間を要した事案です。

　消費者庁は、当該玩具は大人の目が届く
ところで遊ばせること、子供の手が届かな
いところで保管すること、及び口、鼻又は
耳に入れないように注意すること等につい
て消費者安全法の規定に基づく注意喚起を

３�）消費者庁「カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故が発生！―原因不明の不調が約４か月続き、その
後、全身麻酔で摘出―」（2019年２月15日公表）

図表Ⅱ-1-1-4 生命身体事故（重大事故等）の事故内容別の推移

（備考）　 1． 消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、生命身体事故等（重大事故等）の件数。
　　　　 2． 「その他」には、「発煙・発火・過熱」、「点火・燃焼・消火不良」、「破裂」、「ガス爆発」、「ガス漏れ」、「燃料・液漏れ等」、

「化学物質による危険」、「漏電・電波等の障害」、「製品破損」、「部品脱落」、「機能故障」、「操作・使用性の欠落」、「誤飲」、
「中毒」、「異物の混入・侵入」、「腐敗・変質」、「その他」、「無記入」が含まれる。

144 121 107 102
104

25
29 21 30

30

72

98
81

95

88

1,007 1,056 1,077 1,053 937

1,248 1,304 1,286 1,280
1,159

火災 転落・転倒・不安定 交通事故 その他

0

（件）

400

1,000

1,400
1,200

800
600

200

2014 2015 2016 2017 2018
（年度）

図表Ⅱ-1-1-5 37℃のお湯に入れたカプセルからスポンジが出てくる様子の例

（備考）　 消費者庁「カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故が発生！―原因不明の不調が約 4か月続き、
その後、全身麻酔で摘出―」（2019年 2 月15日公表）

 提供：国民生活センター

①カプセルをお湯につけた直後

③スポンジが水を吸って膨らむ

②カプセルが溶けて膨らむ

④カプセルを破ってスポンジが元の形に戻る
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行いました。
　重大事故等を除く生命身体事故等を事故
内容別にみると、2018年度は「中毒」が
52.4％で最も多くを占め、続いて「発煙・
発火・過熱」が7.0％でした（図表Ⅱ-1-1-
6）。「中毒」の内容としては、そのほとん
どが飲食店でのノロウィルスやカンピロバ
クター等による食中毒です。「発煙・発火・
過熱」は、近年減少傾向にあり、2018年度
は108件と2017年度の130件から、更に減少
しています。

　財産事案を商品・サービス別にみると、
2018年度は「商品」が46.4％で、近年の減
少傾向から、増加に転じました。一方、「サー
ビス」は52.0％となり、最高割合となった
2017年度（60.2％）から減少しました（図
表Ⅱ-1-1-7）。
　「商品」の内訳をみると、電気、ガス、
水道等の設備・器具を含む「光熱水品」が
最も多く1,270件（14.2％）と、前年の216
件（2.6％）から大幅に増加しています。
次いで「教養娯楽品」が7.1％となってい

図表Ⅱ-1-1-6 生命身体事故（重大事故等を除く）の事故内容別の推移

（備考）　 1． 消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、生命身体事故等（重大事故等を除く）の件数。
　　　　 2． 「その他」は、「点火・燃焼・消火不良」、「破裂」、「ガス爆発」、「ガス漏れ」、「燃料・液漏れ等」、「化学物質による危険」、

「漏電・電波等の障害」、「製品破損」、「部品脱落」、「機能故障」、「転落・転倒・不安定」、「操作・使用性の欠落」、「交通
事故」、「誤飲」、「異物の混入・侵入」、「腐敗・変質」、「その他」、「無記入」を含む。

1,658 1,593 1,619
1,400 1,536

455
591 603

559 623
382

275 235 130 108

821 727 781 711 805

0

（件）

500

1,000

1,500

2,000

2,500

中毒 発煙・発火・過熱 その他

2014 2015 2016 2017 2018
（年度）

図表Ⅱ-1-1-7 消費者庁に通知された財産事案の件数

（備考）　 消費者安全法の規定に基づき、消費者庁に通知された消費者事故等のうち、財産事案の件数。

9,172 9,385

7,281
8,272

8,921
896 762

153
256

149

4,112 4,814
4,052 4,978

4,635

4,164 3,809 3,076 3,038
4,137

0

（件）

2,000
1,000

4,000
3,000

6,000
5,000

8,000
7,000

9,000
10,000

商品 サービス 他の相談

2014 2015 2016 2017
（年度）
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ます（図表Ⅱ-1-1-8）。「光熱水品」の割合
が増加したのは、主に「電力・ガス取引監
視等委員会」からの通知が積極的に行われ
るようになったことによるものです。サー
ビスの内訳をみると、「金融・保険サービス」
が16.4％と最も多く、次いでインターネッ

トや携帯電話サービス等の「運輸・通信サー
ビス」が11.5％となっています。
　消費者庁では、通知された情報を基に注
意喚起を実施しており、財産事案において
は2018年度に事業者名公表の注意喚起を12
件行いました（図表Ⅱ-1-1-9）。注意喚起

図表Ⅱ-1-1-8 通知された財産事案の内訳（2018年度）

（備考）　 1． 消費者安全法の規定に基づき、2018年度に消費者庁に通知された消費者事故等のうち、財
産事案についての内訳。

　　　　 2． 「その他の役務」とは、他の行政サービス、役務一般、管理・保管、クリーニング。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

教養娯楽品　7.1%

食料品　4.5%

商品一般　4.8%

住居品　3.9%
被服品　3.3%

土地・建物・設備　3.3%
保健衛生品　3.2%

他の商品　0.2%金融・保険サービス　16.4%
車両・乗り物　1.8%

運輸・通信サービス　11.5%

教養・娯楽サービス　4.4%

他の役務　5.7%

保健・福祉サービス　4.4%

内職・副業・ねずみ講　2.1%
修理・補修　1.8%

工事・建築・加工　3.2%

他の相談　1.7%

光熱水品　14.2%
レンタル・リース・貸借　0.7%

教育サービス　1.4%

その他の役務　0.3%

商品
46.4%サービス

52.0%

図表Ⅱ-1-1-9 消費者安全法の規定に基づく注意喚起を実施した財産事案例（2018年度）

手口 具体例

架空請求（ 2件）
実在する有名な企業の名をかたって消費者の携帯電話へショートメッセー
ジサービス（SMS）等で連絡し、有料コンテンツ利用料の未払料金があ
るなどとして金銭の支払を請求する。

簡単に稼げると見せかける手口
（ 8件）

「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などとうたい、商品を安く仕
入れて高く売る「せどり」のノウハウ等を記載したPDFファイル（情報
商材）を販売し使用させるも、支払った金銭以上の収益を上げることは難
しい。

暗号資産（仮想通貨）を毎月稼げるとの名目で、専用のアプリケーション
ソフトを販売していたが、実際には誰もが簡単に稼げるような仕組みには
なっていない。

「誰でもたった 1分で 1万円の現金をらくらくGET！」などとうたい、
アンケートに回答して報酬を得られる業務と説明するも、報酬を得られる
仕組みにはなっていない。

債務の履行遅延（ 1件）
「オーナー制度」と称して、消費者に農産物加工品等を販売し、満期が来
たら商品を買い戻す契約をしていたが、満期時に、買戻代金の支払遅延が
発生した。

偽ブランド品の販売（ 1件）
「こちらの商品はブランド、新品、工場直売です。」などと示して有名ブ
ランドの冬物衣料品を販売していたが、いずれも当該ブランドの正規品で
はなかった。
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の主な事案は、法務省の名称を不正に使用
して、架空の訴訟案件を記載したはがきに
より金銭を要求する架空請求事案や、スマ
ホをタップするだけで稼げるとの名目で、
商品を安く仕入れて高く売る「せどり」の

ノウハウを記した説明ファイル（情報商材）
を販売するなどしていたが、実際には誰も
が簡単に稼げるような仕組みにはなってい
ないという事案（図表Ⅱ-1-1-10）等です。

図表Ⅱ-1-1-10 簡単に稼げると見せかける手口（情報商材の販売）の概要

○○○○がこのビジネスを考案しました

支払った金銭以上の収益を上げることは難しい

クレジット決済日までに確実に80万円は稼げます

１期生は今でも月収10万円以上を稼いでいます

LINEメッセージやウェブサイトで

「２期生だけの特別価格18,000円」などとして情報商材を販売

せどりで稼ぐノウハウ等

５万円プレゼント実施中　確実に受け取れます

電話説明の際に
「興味のある方は相談してください」
などとして、電話説明の予約へと誘導

「スマホをタップするだけでお金が稼げる」などと
うたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注
意喚起

SNS等で抽選イベントを実施しているウェブサイト
に誘導

約２日後に、特別プレゼントを受け取ることができる
モニター等に当選した旨を送信し、申込み用ウェブサ
イトに誘導

せどり支援ツールのサポート等を提供する有
料コース（７万～120万円）に加入させる

実
在
し
な
い

実
際
は
う
そ

（備考）　 消費者庁「『スマホをタップするだけでお金が稼げる』などとうたい、多額
の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起」（2018年10月17日公表）より
一部改変。
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　生命・身体に関する事故情報等は事故情
報データバンクに一元的に集約されてお
り、消費者庁ではこれらの情報を活用して
消費者の安全対策に取り組んでいます。
　事故情報データバンクは、生命・身体に
関する事故情報を広く収集し、事故防止に
役立てるためのデータ収集・提供システム

であり、消費者庁と国民生活センターが連
携し、関係機関の協力を得て、2010年４月
から運用しているものです（図表Ⅱ-1-2-
1、図表Ⅱ-1-2-2）。前述した消費者安全法
の規定に基づく生命身体事故等の通知、全
国の消費生活センター等に寄せられた消費
生活相談情報であるPIO-NETデータ（「危
害情報4」及び「危険情報5」）、消費生活用
製品安全法の規定に基づく、消費生活用製
品の使用に伴い生じた事故（消費生活用製
品の欠陥によって生じたものでないことが
明らかな事故以外のもの）のうち重大なも
の（以下「重大製品事故6」という。）の事

消費者庁に集約された生命・身体に関する事故情報等第 ２節

（ １）事故情報データバンクに集約された生命・身体に関する事故情報等

生命・身体に関する事故情報等は事
故情報データバンクに一元的に集約

４�）商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けたという内容の相談。
５�）商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれがあるという
内容の相談。

図表Ⅱ-1-2-1 生命・身体に関する事故情報の集約

（備考）　※ 1・ 生命・身体事故等（重大事故等を含む。）及び重大製品事故は2018年度に通知又は報告された件数、PIO-NETデータは2018年度
に受け付け2019年 3 月31日までにPIO-NETに登録された相談件数となっており、 1事案が複数機関から通知される場合がある
ことや事故情報データバンク登録までに一定期間を要することから、累積件数及び登録件数はそれぞれの件数を合計しても一致
しない。

　　　　　　・ 2018年度に、PIO-NETデータについて2009年度に遡り経由相談を除いた相談件数として集計しているため、登録累計件数に変
更がある。

　　　　　　・ その他、医療機関ネットワーク参加機関からも消費者庁に事故情報が提供されている。
　　　　　　・ 2018年度の事故情報データバンクへのアクセス件数は、259,942件となっている。
　　　　※ 2　 消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品のうち、他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制

の対象となっているもの（食品・医療品・自動車等）を除く製品。

関係省庁・地方公共団体等

重大事故等の通知
［1,159件］

生命・身体に係る事故情報を登録 生命・身体に係る
相談情報を登録

事故情報データバンク
2009年9月から2019年3月までの累積件数：239,808件※１

（2018年度登録件数：22,578件）

報告された重大
製品事故を登録

重大事故等を除く
生命身体事故等の通知
［1,536件］

PIO-NETデータ
［12,734件］

重大製品事故
の報告［837件］

（消費生活用製品※２）

生命・身体に係る事故発生

国民生活センター
消費生活センター等

事業者 消費者庁、
国民生活センターを除く
事故情報データバンク

参画機関
からの通知
［6,602件］
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業者からの報告等、参画機関7から寄せら
れた生命・身体に関する事故情報が登録さ

れ、インターネット上で簡単に検索・閲覧
することができます。

６�）消費生活用製品事故の中でも、死亡や30日以上の治療を要するなど被害が重大であった事案や火災等の発生が
あった事案を指しており、消費生活用製品安全法第２条第６項に規定されている。

図表Ⅱ-1-2-2 事故情報データバンクに登録されている情報

関係機関 登録情報

消費者庁

消費者安全法に基づいて消費者庁が集約している情報を登録しています。地方公共
団体、各省庁等から通知され、重大事故等として公表した事故情報（原因究明中の
事故を含んでいます）及び消費者事故等として通知された事故情報（事実確認（因
果関係の精査等）を経ていない情報を含んでいます）です。

国民生活センター・
消費生活センター

消費生活センターに寄せられた相談情報のうち、危害、危険に関する情報を登録し
ています。全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）から転載してい
ます。消費者からの任意の申出情報に基づいており、事実確認（因果関係の精査等）
を経ていない情報を含んでいます。

日本司法支援センター
（法テラス）

法テラスに寄せられた相談情報のうち、危害、危険に関する情報を登録しています。
消費者からの任意の申出情報に基づいており、事実確認（因果関係の精査等）を経
ていない情報を含んでいます。

厚生労働省 食品衛生法に基づいて厚生労働省が集約している、保健所が認知・公表した食中毒
の発生情報を登録しています。

農林水産省 地方農政局などで入手した食品に由来する消費生活上の事故情報等の情報であり、
消費者からの任意の申出情報も含んでいます。

消費者庁・経済産業省・
農林水産省

消費生活用製品安全法に基づいて事業者から報告を受けた重大製品事故を登録して
います。製品起因かどうか原因究明中の事故を含んでいます。

製品評価技術基盤機構
（NITE）

消費生活用製品安全法の重大製品事故には該当しないが、重大製品事故に準ずるも
のとして、事業者や消防等からの通知を受けた情報を登録しています。製品起因か
どうか原因究明中の事故を含んでいます。

国土交通省（都市公園） 都市公園で発生した重大な事故に関する情報として管理者等から報告を受けた情報
を登録しています。

国土交通省（自動車の
事故・火災）

自動車メーカーや自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具合
による事故・火災情報を掲載しています。掲載している事故・火災情報には、自動
車メーカーの設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切
な使用など他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも
含まれます。掲載内容については、自動車メーカー等からの報告を基に記載してい
ますが、詳細な調査等ができないものも含まれます。

国土交通省（自動車の
不具合）

自動車不具合情報ホットライン等を通じて国土交通省に寄せられた情報のうち、身
体・生命に関する消費生活上の事故と消費者庁が判断した情報を掲載しています。

国土交通省国土技術政
策総合研究所

国土交通省が消費者から通知を受けた任意の申出情報を登録しています。建築物事
故情報ホットラインから転載しています。事実確認（因果関係の精査等）を経てい
ない情報を含んでいます。

日本スポーツ振興セン
ター

日本スポーツ振興センターが災害共済給付において給付した学校の管理下の死亡・
障害事例として公表している情報のうち、消費生活上の事故情報を登録しています。

日本中毒情報センター

日本中毒情報センターの「中毒110番」が医療機関への追跡調査により収集した急
性中毒に関する事例のうち、消費生活上の事故により治療が必要となった事例、か
つ、事故発生状況や健康被害等の観点から情報共有する必要があると判断したもの
を登録しています。但し、因果関係の精査等を経ていない情報も含んでいます。
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　商品やサービス、設備等により生命や身
体に危害を受けた、又はそこまでは至って
いないもののそのおそれがあるケース等、
危害・危険に関する消費生活相談情報は、
消費生活センター等に寄せられる相談の中
では契約トラブル等に関する相談に比べ少
数ですが、重要です。消費者庁ではそれら
の情報を収集、分析して同様の事故等が起
きないよう、注意喚起等に活用しています。
そのほか、危害・危険に関する情報をきっ
かけに、国民生活センター等で「苦情処理
テスト8」、「商品テスト9」が実施されるこ
ともあり、事故情報データバンクに収集さ
れた情報は有益な情報となっています。
　2018年度の事故情報データバンクには
２万2578件の事故情報が登録され、このう
ち、消費者庁と国民生活センターを除く事
故情報データバンク参画機関からの通知は
6,602件となっています。また、2019年３
月31日時点で登録されている情報は累計で

23万9808件となっています。
　消費者安全法の規定に基づく通知につい
ては前節で既に紹介しているため、それ以
外の生命・身体に関する事故情報について
取り上げます。

　PIO-NETは、全国の消費生活センター
等に寄せられた消費生活相談の情報が登録
されたデータベースです。2018年度にPIO-
NETに収集された消費生活相談のうち、
危害・危険情報は１万2734件でした（図表
Ⅱ-1-2-3）。
　このうち、危害情報は１万175件で2017
年度の１万1306件より減少、また、危険情
報も2,559件で2017年度の3,261件より減少
しました。
　身体にけが、病気等の疾病（危害）を受

PIO-NETに収集された２0１8年度
の危害・危険情報は １万２734件

７�）2018年度末時点の参画機関は以下のとおり。
　�　消費者庁、国民生活センター、全国の消費生活センター等、日本司法支援センター（法テラス）、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、国土交通省、独立行政法人日本スポーツ
振興センター、公益財団法人日本中毒情報センター。
８�）消費者からの消費生活に係る苦情相談について、原因を究明するもの。
９�）複数の商品について、品質・性能等、様々な角度から比較し、評価を行うもの。

図表Ⅱ-1-2-3 危害・危険情報の件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 危害情報とは、商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けたという内容の相談。
　　　　 3． 危険情報とは、商品やサービス、設備等により、生命や身体に危害を受けるまでには至っていないが、そのおそれがあるとい

う内容の相談。

16,717
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けたという相談である危害情報について、
危害内容別にみると、2018年度は、多い順
に「皮膚障害」、「消化器障害」、「擦過傷・
挫傷・打撲傷」、「熱傷」、「刺傷・切傷」と
なっています（図表Ⅱ-1-2-4）。
　「皮膚障害」では、化粧品等によりかゆ
みや赤みが出たといったもののほか、健康
食品を食べたら発

ほっ

疹
しん

が出たといったものが
主な相談として挙げられます。
　「消化器障害」では、健康食品を食べた
ら体調不良になったというもの、外食した
ら下痢になったというものが主な相談とし
て挙げられます。
　「擦過傷・挫傷・打撲傷」では、乗って
いた自転車のフレームが折れて転倒し、け
がをした、温泉施設で転倒して膝を打った
等の事例がみられます。
　「熱傷」では、脱毛エステのレーザーで
火傷を負った、スマートフォンやその充電
器が発熱して熱傷を負ったというもの、「刺
傷・切傷」では、買った衣料に針が入って
いて刺さった、外食の際に提供された食事
に混入していたガラス片等で口の中を切っ
た等の相談が寄せられています。
　危害を受けたわけではないものの、その
おそれがあるという相談である危険情報に

ついて、危険内容別にみると、2018年度は
多い順に「過熱・こげる」、「発煙・火花」、
「破損・折損」、「異物の混入」、「機能故障」
となっています（図表Ⅱ-1-2-5）。
　主な相談内容は、「発煙・火花」、「過熱・
こげる」では、家電製品や電気コード等か
らのものが多くみられます。「異物の混入」
では、スーパーマーケット等で購入した食
品から金属片、プラスチック片等の異物が
出てきたというものがあります。「破損・折
損」では、自転車のフレームが折れたなど、
「機能故障」では、自動車のエンジン不良
やブレーキが利かなくなり、ぶつかりそう
になったといった相談が寄せられています。

　消費生活用製品安全法では、重大製品事
故が生じたとき、事業者は消費者庁に報告
することとされています。消費生活用製品
安全法の規定に基づき、2018年度に報告さ
れた「重大製品事故」は837件です（図表
Ⅱ-1-2-6）。2017年度は、それまでの減少
傾向から微増に転じましたが、2018年度は、
前年比で微減となりました。

消費生活用製品安全法の規定に基づき２0１8
年度に報告された重大製品事故は837件

図表Ⅱ-1-2-4 危害情報の件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　製品別にみると、「ガス機器・石油機器」
に関する事案が153件、「電気製品」に関す
る事案が551件、「その他」が133件となって
います。具体的には、「ガス機器・石油機器」
ではガスこんろや石油ストーブ等、「電気製
品」では電池（バッテリー）や照明器具等、
「その他」では自転車や車いす、脚立・踏
み台・はしご等に関する事案が多く報告さ
れています。

　消費者が消費生活上で生命・身体に被害
を生ずる事故に遭った場合、医療機関を受
診したとしても、地方公共団体や消費生活
センター、事業者等に連絡をしない可能性
が考えられます。そこで、事故情報データ
バンク以外にも、事故情報が消費者庁に寄
せられるよう、「医療機関ネットワーク事
業」を実施しています（図表Ⅱ-1-2-7）。
医療機関ネットワーク事業は、消費生活に

（ ２）医療機関ネットワーク・医師から収集された情報

図表Ⅱ-1-2-6 報告された重大製品事故の件数

（備考）　 1． 消費生活用製品安全法の規定に基づき、消費者庁に報告された重大製品事故の件数。
　　　　 2． 報告後、要件を満たさないことが判明し公表しなかったものを含む。

892 885
802 845 837

160 148
98 114 133

526 530 537 565 551

206 207 167 166 153
0
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（件）
1,000

2014 2015 2016 2017 2018
（年度）

ガス機器・石油機器 電気製品 その他

図表Ⅱ-1-2-5 危険情報の件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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おいて生命・身体に被害を生ずる事故に遭
い医療機関を受診した患者から事故の詳細
情報等を収集し、同種・類似事故の再発を
防止するため、2010年12月から消費者庁と
国民生活センターの共同事業として実施し
ているもので、2018年度末時点で参画医療
機関数は24機関です10。
　2018年度に医療機関ネットワークに収集
された生命・身体に関する事故情報11は

5,791件となっています。事故のきっかけ
をみると、「転倒」（自転車での転倒等）が
1,480件と最も多く、次いで「転落」（階段、
ベッド、脚立からの転落等）が1,243件、「遊
具、家具にぶつかる等」が720件となって
います（図表Ⅱ-1-2-8）。
　また、消費生活上での消費者の生命・身
体に関する事故等について、医師から直接
の情報提供を受け付ける窓口として、国民

10�）2019年３月末時点の参画医療機関は以下の24機関。医療法人渓仁会手稲渓仁会病院、独立行政法人国立病院機構
仙台医療センター、公益財団法人星総合病院、日本赤十字社成田赤十字病院、国立大学法人千葉大学医学部附属病院、
国立研究開発法人国立成育医療研究センター、日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院、順天堂大学医学部附属練
馬病院、国家公務員共済組合連合会虎の門病院、独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院、独立行政法人労
働者健康安全機構横浜労災病院、国立大学法人富山大学附属病院、長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院、
社会医療法人財団慈泉会相澤病院、日本赤十字社京都第二赤十字病院、社会医療法人協和会加納総合病院、地方独
立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター、地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療セ
ンター、鳥取県立中央病院、県立広島病院、徳島県立中央病院、国立大学法人九州大学病院、国立大学法人佐賀大
学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構長崎医療センター。
11�）「医療機関ネットワーク」に収集される事故情報は、24の医療機関を受診する原因となった事故のうち、各医療
機関が重大性等の観点から選択して収集するものであり、各医療機関を受診する原因となった全ての事故を対象と
しているものではない。また、事故分類・件数等は、今後事故情報を更に蓄積・分析していく過程で変わる場合が
ある。

図表Ⅱ-1-2-7 医療機関ネットワーク事業

○消費生活において生命又は身体に被害を生ずる事故に遭い医療機関を利用した被害者から、消費
者からの苦情にはなりにくい消費者の不注意や誤った使い方も含めて事故の情報を幅広く収集。

○省庁横断的な取組が必要な事故や、いわゆるすき間事案に係る事故、被害の拡大が懸念される事
故等をいち早く抽出し、 注意喚起の実施など再発防止に活用。

社会に広く情報発信
事故の再発・拡大防止

消費者庁
国民生活センター

消費者
（危険性の認識）

研究機関・専門家等
（事故原因の究明）

事業者
（製品の改良） 全国24病院

（2019年３月現在）

患者さんから
事故の情報を収集
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生活センターでは、「医師からの事故情報
受付窓口」（愛称：ドクターメール箱）を
設置し、消費者庁と情報共有しています。

　収集された事故情報を分析し、消費者庁
や国民生活センターでは注意喚起を実施し
ています。以降では、2018年度に注意喚起
を行った事例について紹介します。

　2018年７月20日、消費者庁と国民生活セ
ンターは共同で、電池の発熱、液漏れ、破
裂による事故を防止するための注意喚起を
行いました12。
　電池13は、大変便利なものですが、使い

方を誤ると、液漏れ、発熱、破裂等が起こ
ることがあり、漏れた液に触れることによ
る化学熱傷、発熱した電池に触れることに
よる熱傷、破裂で飛び散った破片によるけ
がにつながるおそれや、使用している機器
を傷めるおそれがあります。
　事故情報データバンクには、電池の液漏
れ、発熱、破裂等の事故情報が、2013年６
月から2018年６月末までの５年間で332件
寄せられています。事故の現象別にみると、
発熱が118件、液漏れが110件、破裂が84件
等となっています。
　電池は、＋極（正極）材料と－極（負極）
材料を電解液に入れることで、化学反応に
より発生した電流を取り出し利用するもの
です。日頃からよく使用されているアルカリ
乾電池は、＋極に二酸化マンガン、－極に
亜鉛が用いられ、両極間に電気を発生させ
るための電解液として、水酸化カリウム等
のアルカリ性の水溶液が使用されています。

（ 3）生命・身体に関する事故情報の事例

電池の発熱、液漏れに関する事故

12�）消費者庁・国民生活センター「電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう！―災害用の懐中電灯やラジオの点
検を―」（2018年７月20日公表）
13�）ここでは、アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ボタン電池などの使い切りの電池をいう。

図表Ⅱ-1-2-8 医療機関ネットワークに収集された事故情報（2018年度）

（備考）　 1．消費者庁資料。
　　　　 2．2018年度に収集されたもの。
　　　　 3． 2018年度から集計項目を「危害の程度」から「治療の必要性」に変更。「その他」は治療を必要とするが、転医等により詳細不明

の事例が該当。

 （単位：件）

治療を必要と
しない

治療を必要とする
死亡 合計即日治療

完了 要通院 要入院 その他

転倒 44 731 543 95 65 2 1,480
転落 53 594 373 179 44 0 1,243
刺す・切る 15 102 94 30 1 0 242
挟む 7 99 54 15 8 0 183
ぶつかる・当たる 29 419 224 30 17 1 720
さわる・接触する 10 59 98 35 0 0 202
誤飲・誤嚥 98 349 81 53 1 3 585
溺れる 0 2 3 6 0 0 11
有害ガスの吸引 0 0 0 5 0 0 5
その他 34 694 216 72 55 2 1,073
不明 3 22 16 2 4 0 47
合計 293 3,071 1,702 522 195 8 5,791

148



　電池の＋端子と－端子が、間に豆電球や
モーター等がない状態で直接つながる
（ショート）と、大きな電流が発生し、発
熱が起こります。アルカリ乾電池は、－端
子が、＋端子とつながった外缶に近接して
いることから、機器の電池ボックスのばね
端子や、導電性の異物を介して、意図せず
にショートした状態となることがあります

（図表Ⅱ-1-2-9）。
　また、複数の電池を使用する機器におい
て、１本の電池の＋と－を逆に装填（以下
「逆装填」という。）すると、充電用では
ない電池が充電されてしまい、想定外の化
学反応により内部でガスが発生して圧力が
上昇し、ガスと共に電解液が漏れ出すこと
があります（図表Ⅱ-1-2-10）。

図表Ⅱ-1-2-10 逆装填されたアルカリ乾電池から液が漏れる様子

（備考）　 消費者庁・国民生活センター「電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう！―災害用の懐中電灯やラジオの点検を―」（2018
年 7 月20日公表）

※アルカリ乾電池の逆装填
　複数の電池を接続して使用する
機器において、１本を逆装填した
状態で、豆電球に接続し、放置し
ておいたところ、逆装填されてい
たアルカリ乾電池から液漏れする
様子が確認された。

逆装填された
アルカリ乾電池 明るさは弱いものの

電球が点灯する

液漏れが発生

図表Ⅱ-1-2-9 サーモグラフィによるショートしたアルカリ乾電池の表面温度測定

（備考）　 消費者庁・国民生活センター「電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう！―災
害用の懐中電灯やラジオの点検を―」（2018年 7 月20日公表）

※アルカリ乾電池のショート
　アルカリ乾電池の外装ラベルの一
部を剥がし、電池ボックスのばね端
子を介して、外缶（＋端子）と－端
子を意図的にショートさせたとこ
ろ、約１分後には100℃に達し、約
４分後には最高160℃に達した。な
お、このテストでは、100℃以上の
温度が、15分継続した。
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　これらのことから、①電池を装填する際
の注意（電池の向きを確かめて正しく装填
する、古い電池と新しい電池を混合して使
用しないなど）や、②装填後の注意（機器
の使用後はスイッチを切る、リモコン等の
機器を長期間使用しない場合は電池を外し
ておくなど）のほか、③金属類と一緒に電
池を持ち運んだり保管したりしない、④電
池から漏れた液に触れた場合は、すぐに大
量の水で洗い流すよう呼び掛けています。
　加えて、消費者庁は、一般社団法人電池
工業会に対し、電池の事故防止対策の推進
に、より一層取り組むよう要請を行いまし
た。同工業会は、ウェブサイトや啓発パン
フレット、夏休みの「手づくり乾電池教室」
等を通じて、電池の正しい使い方の啓発活
動を行っています。

　消費者庁は、本件事故について、消費生

活用製品安全法の重大製品事故として、
ウェブサイトに掲載しました14。
　国民生活センターでは、当該製品及び新
品の同型品を用いてテストを行い、2018年
８月16日、結果を公表しました15。
　当該製品は金属製の筆箱であり、蓋には樹
脂製の透明な窓が取り付けられていました。
被害者（10歳児）が左手で蓋を開けようとし
た際に、蓋の窓に沿った内側の縁に左手親指
の先が入り込み、皮膚の一部が削げ落ちるけ
がをしたとのことでした（図表Ⅱ-1-2-11）。
　窓と蓋は接着されておらず、指で押すと、
蓋の内側の鋭利な縁に触れてしまう構造
で、蓋の内側の縁は全周にわたって鋭利な
状態でした（図表Ⅱ-1-2-12）。
　筆箱の縁部の鋭さについて定めた国内規
格はないため、国民生活センターでは、日
本の玩具安全基準（ST基準16）及び米国の
安全規格（UL規格17）を準用して、縁の部
分の鋭利さを調べました。その結果、当該
製品及び同型品は、「人体傷害のおそれに
つながる鋭い縁部」と判定されました。

筆箱による事故

14�）消費者庁「消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について」（2018年８月10日公表）
15�）国民生活センター「鋭利な縁で指先を切った筆箱―すぐに使用を中止し、危険な縁部に絶対に触れないでくださ
い―」（2018年８月16日公表）
16�）「ST基準」…STシャープエッジテスト専用器具に設けられた回転軸の先端に粘着PTFE（ポリテトラフルオロエ
チレン）テープを１回巻き付け、力（６N、0.61kgf）を加えながら、調べたい縁部に沿って360°回転させ、テープ
に生じた切り口の長さを測定する。
　判定基準：テープに50％を超える切れ目が確認された場合は、その縁部は“潜在的に危険な縁部”とみなす。

図表Ⅱ-1-2-11 事故時の状況（筆箱による事故）

（備考）　 国民生活センター「鋭利な縁で指先を切った筆箱―すぐに使用を中止し、危険な縁部に絶対に
触れないでください―」（2018年 8 月16日公表）

蓋を開ける方向

けがをした箇所

左手で蓋を開けようとした際に
左手の親指の先が入りこみけがをした

150



　このテスト結果を受け、発売元は当該製
品の使用中止を呼び掛け、製品回収を開始
しました。消費者庁では、消費者庁公式
Twitterで注意喚起情報を発信するととも
に、リコール情報サイトにも自主回収の情
報を掲載しました。

　マグネットボールとは「パズル」や「お

もちゃ」、「玩具」等として販売されている
球体等の磁石で、１個の大きさは直径３㎜
から30㎜程度、磁力を利用して、複数個を
つないで、平面的、立体的にいろいろな形
を作って遊ぶことができるという商品です
（図表Ⅱ-1-2-13）。
　2018年１月、「医師からの事故情報受付
窓口（ドクターメール箱）」及び医療機関ネッ
トワーク（本節（２）参照）に、幼児が複
数のマグネットボールを誤飲し、消化管に
穴があき、開腹手術等したとの事故情報が

マグネットボールに関する事故

17�）「UL規格」…ULシャープエッジテスト専用器具の先端に既定の３層テープ（内側から1.6㎜厚の黒色ビニールフォー
ム、0.8㎜厚の白色ビニールフォーム、0.076㎜厚の粘着PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）テープ）を巻き付け、
力（6.7N、0.683kgf）を加えながら、調べたい縁部に沿って往復させ、テープに生じた切り口を観察する。
　�判定基準：外側２層のテープを貫通する切り傷が生じている場合、“人体傷害のおそれにつながる鋭い縁部を持っ
ている”とみなす。

図表Ⅱ-1-2-12 事故当該品（筆箱）の概要

（備考）　 国民生活センター「鋭利な縁で指先を切った筆箱―すぐに使用を中止し、危険な縁部に絶対に触れないでください―」（2018年 8 月
16日公表）

窓を指で押すと窓がたわむ様子
鋭利な蓋の縁
（食品を押し付けて横にずらすと切れ込んだ）

指で窓を押す
窓と蓋の間にすき間ができ
縁に触れてしまう

撮影のため樹脂製の窓は外しています

図表Ⅱ-1-2-13 強力な磁石のマグネットボール

（備考）　 国民生活センター「強力な磁石のマグネットボールで誤飲事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手
術により摘出―」（2018年 4 月19日公表）

磁力が強いため手指を挟んでもとどまるマグネットボール（例）

１辺５mm

直径５mm 直径３mm

第
２
部

第
１
章
　
第
２
節
　
消
費
者
庁
に
集
約
さ
れ
た
生
命
・
身
体
に
関
す
る
事
故
情
報
等

151



２件続けて寄せられました。いずれもネオ
ジム磁石をうたう強力な磁力のマグネット
ボールを複数個誤飲したもので、磁石同士
が引き合って腸壁を挟んでとどまり、腸壁
に穴をあけていたものを開腹手術により摘
出したというものでした（図表Ⅱ-1-2-14）。
　医療機関ネットワークには、上記のマグ
ネットボールの事例を含め、子供が磁石を
誤飲した、又は誤飲したと思われる事故情
報が124件寄せられています（2010年12月
以降2018年３月末日までの伝送分）。
　こうしたことを受け、国民生活センター
では、マグネットボールに関するテストを
行い、その結果を公表しました18。
　事故品のマグネットボールはいずれもイ
ンターネット通販で購入したものでした。
事故品と形状が類似していた商品及びイン
ターネット通販の大手ショッピングモール
における検索で上位に表示されたもの等か
ら32サイトについて調査したところ、30サ
イトには子供の誤飲等に関する注意表示は
ありませんでした。
　上記32サイトで販売されていたマグネッ

トボールのうち、事故品と大きさや形状の
類似する７銘柄をテスト対象として選定
し、参考品として、ホワイトボード等に用
いるフェライト磁石を含め、磁石の形状や
強さなどについてテストを実施しました
（図表Ⅱ-1-2-15）。その結果、マグネット
ボールは、２個を近づけたとき、参考品の
フェライト磁石と比較して、距離が遠くて
も引き寄せられるものでした。また、マグ
ネットボールが大きい場合や、複数個連
なった場合には、引き離すのに必要な力は
大きくなるため、誤飲した場合に腸壁を挟
んでとどまる危険性が高まると考えられま
した（図表Ⅱ-1-2-16、図表Ⅱ-1-2-17）。
　国民生活センターでは、マグネットボー
ルによる事故について注意喚起を行い、消
費者に対して、①強力な磁力のマグネット
ボールを玩具として子供に与えないこと、
②万が一誤飲した可能性がある場合には、
医師の診断を受けること、事業者に対して
は、①マグネットボールを、子供向けの玩
具として販売しないこと、②対象年齢や警
告内容を明確に記載すること等を要望して

18�）国民生活センター「強力な磁石のマグネットボールで誤飲事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手術によ
り摘出―」（2018年４月19日公表）

図表Ⅱ-1-2-14 マグネットボールで胃と腸
の壁が傷つけられる概念図

胃

小腸

胃の内側及び小腸の内
側から、マグネットが
互いに引き合い、胃壁・
腸壁を傷つけている

図表Ⅱ-1-2-15 テスト対象銘柄の外観写
真（マグネットボール）

（備考）　 国民生活センター「強力な磁石のマグネットボールで誤飲
事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手術により摘
出―」（2018年 4 月19日公表）

参考品No.７No.６No.５

No.１ No.２ No.３ No.４
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います。さらに、インターネットショッピ
ングモールの運営事業者に対して、マグ
ネットボールが子供向けの玩具として販売
されないよう出品者の指導及び適切な管理
の協力を依頼しました。

　消費者庁では、事故情報データバンクで
も複数の事故事例がみられる高齢者（65歳
以上）の事故防止の取組を進めるため、厚
生労働省「人口動態調査」の調査票情報及
び東京消防庁「救急搬送データ」を基に高
齢者の事故の状況について分析し、①高齢

高齢者の身の回りの事故

図表Ⅱ-1-2-16 磁石を引き寄せる距離の測定のテスト風景

（備考）　 国民生活センター「強力な磁石のマグネットボールで誤飲事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手術により摘出―」（2018年
4 月19日公表）

上から下に徐々に移動

上から下に移動させる磁石

台座に置いた磁石

台座に置いた磁石を
引き寄せるまでの距離を測定

図表Ⅱ-1-2-17 磁石を引き寄せる距離の測定結果

（備考）　 国民生活センター「強力な磁石のマグネットボールで誤飲事故が発生―幼児の消化管に穴があき、開腹手術により摘出―」
（2018年 4 月19日公表）
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者の転倒・転落（2018年９月12日）19、②
不慮の溺死及び溺水（同年11月21日）20、
③不慮の窒息（同年12月26日）21の３点に
ついて、それぞれ注意喚起を行い、事故防

止のためのポイントを発信するとともに
（図表Ⅱ-1-2-18）、注意を呼び掛けるチラ
シを作成しました（図表Ⅱ-1-2-19）。

19�）消費者庁「御注意ください！日常生活での高齢者の転倒・転落！―みんなで知ろう、防ごう、高齢者の事故�①―」
（2018年９月12日公表）
20�）消費者庁「冬季に多発する入浴中の事故に御注意ください！―11月26日は『いい風呂』の日―みんなで知ろう、
防ごう、高齢者の事故�②」（2018年11月21日公表）
21�）消費者庁「御注意ください、高齢者の窒息事故！―お正月の餅の窒息に注意―みんなで知ろう、防ごう、高齢者
の事故③」（2018年12月26日公表）

図表Ⅱ-1-2-18 高齢者の不慮の事故防止のためのポイント

（備考）　 消費者庁作成

高齢者の転倒・転落
・ 高齢者の転倒・転落事故が多発する、リビングや階段、廊下、玄関等の家庭内環境から、段差など危
険や負担となる箇所を減らす

・ 加齢による身体機能の低下、特定の疾患、服用している薬の副作用等、高齢者に特徴的な身体の状態
を正しく認識、把握しておく

・事故が発生したときの対処法を確認しておく

不慮の溺死及び溺水
・入浴前に脱衣所や浴室を温めておく
・湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを目安とする
・浴槽から急に立ち上がらない
・食後、飲酒後、精神安定剤等の薬の服用後すぐの入浴は控える
・入浴する前に同居者に一声かける

不慮の窒息
（餅を安全に食べるために）
・餅は小さく切っておく
・食べる前に、先にお茶や汁物を飲んで喉を潤す
・餅はよく噛んで、唾液とよく混ぜ合わせてから飲み込む
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図表Ⅱ-1-2-19 高齢者の事故防止を呼び掛けるチラシ

（参考）高齢者の「不慮の事故」の実態―厚生労働省「人口動態調査」―
　65歳以上の高齢者の「不慮の事故」による死亡者数は、2010年に30,000人を超えて以降、毎年
30,000人以上となっています（図表Ⅱ-1-2-20）。

　また、「自然災害」、「交通事故」を除いた「不慮の事故」の死亡者数も増加傾向にあり、総死
亡者数に占める高齢者の割合は、８割以上となっています（図表Ⅱ-1-2-21）。

図表Ⅱ-1-2-20 高齢者の「不慮の事故」による死亡者数の年次推移

（備考）　 1． 消費者庁「高齢者の事故の状況について―「人口動態調査」調査票情報及び「救急搬送データ」分析―」（2018年 9月12日公表）
　　　　 2． 厚生労働省「人口動態調査」調査票情報を基に消費者庁で作成。

 （人）

（年） 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

不慮の事故合計 27,158 27,843 27,874 30,827 41,356 32,340 31,444 31,328 31,234 31,692 

不慮の事故（交通事
故、自然災害を除く） 21,935 23,101 23,304 24,911 25,992 27,255 26,448 26,777 26,473 27,207 

交通事故 4,082 3,797 3,829 3,803 3,479 3,438 3,314 3,175 3,220 3,061 

自然災害 1,141 945 741 2,113 11,885 1,647 1,682 1,376 1,541 1,424 
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　高齢者の「不慮の事故」による2007年から2016年までの死亡者数を死因別に比較すると、「誤
嚥等の不慮の窒息」、「転倒・転落」、「不慮の溺死及び溺水」の３つによる死亡者数は、「交通事故」
よりも多くなっています（図表Ⅱ-1-2-22）。2007年から2016年までの10年間で「交通事故」や「煙・
火災等」による死亡者数が減少しているのに対し、「誤嚥等の不慮の窒息」、「転倒・転落」、「不
慮の溺死及び溺水」による死亡者数は増加しています。

図表Ⅱ-1-2-22 高齢者の不慮の事故による死亡者数

（備考）　 1． 消費者庁「高齢者の事故の状況について―「人口動態調査」調査票情報及び「救急搬送データ」分析―」（2018年 9 月12
日公表）

　　　　 2． 厚生労働省「人口動態調査」調査票情報を基に消費者庁で作成。
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図表Ⅱ-1-2-21 高齢者の「不慮の事故」（「交通事故」、「自然災害」を除く）による死
亡者数（年次別）

（備考）　 1． 消費者庁「高齢者の事故の状況について―「人口動態調査」調査票情報及び「救急搬送データ」分析―」（2018年 9 月12
日公表）

　　　　 2． 厚生労働省「人口動態調査」調査票情報を基に消費者庁で作成。
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　全国の消費生活センター等に寄せられた
消費生活相談の件数をみると、2018年は
101.8万件となり、前年と比べ約10万件増
加し、2007年以来11年ぶりに100万件を上
回りました。2018年の特徴は、架空請求に
関する相談件数が25.8万件となり、2017年
の16.1万件を上回って、この10年で最多と
なったことです（図表Ⅱ-1-3-1）。
　消費生活相談件数の長期的な推移をみる
と、2004年度に192.0万件とピークに達し
ています。この時も架空請求に関する相談

件数が67.6万件と急増し、全体の35.2％を
占めていました。その後、架空請求に関す
る相談は減少し、消費生活相談の総件数も
減少傾向となりましたが、2008年以降の10
年間は年間90万件前後と、依然として高水
準で推移し続け、2018年に再び100万件を
突破しました。
　消費生活相談件数が高水準で推移し続け
る要因には、インターネットの普及・浸透
が一段と進んだこと、はがき等を媒体とし
た架空請求に関する相談件数が再度増加に
転じたこと等が考えられます。
　近年、特にスマートフォンの普及により、
SNSを通じたコミュニケーション、イン
ターネット通販での商品やサービスの購入
が、高齢者を含めた幅広い年齢層でより身
近で日常的なものとなりました。こうした

消費生活相談の概況第 ３節

（ １）20１8年の消費生活相談の概況

全国の消費生活相談は前年より大
きく増加

図表Ⅱ-1-3-1 消費生活相談件数の推移

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 1984～2006年度は、国民生活センター「消費生活年報2018」による「年度」データを集計。2007～2018年は「年」データを集計。
　　　　 3． 「架空請求」とは、身に覚えのない代金の請求に関するもの。2000年度から集計。
　　　　 4． 2007年以降は経由相談のうち「相談窓口」を除いた相談件数を集計。
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中で、簡単にもうかるノウハウを記したと
する「情報商材」や、電子的に取引される
暗号資産（仮想通貨）等も、主にインター
ネットを通じて取引が行われています（詳
細は本章第４節（３）参照。）。
　一方で、架空請求については、かつて電
子メールを用いて不特定多数へ大量に送付
されたことにより多くの相談が寄せられま
したが、2017年以降は、はがきや封書といっ
た手法が再びみられます（詳細は本章第４
節（１）参照。）。こうした状況を背景に、
消費生活相談においても関連したトラブル
の相談が増加しています。

　2018年の消費生活相談状況について、商
品・サービス別に相談件数と相談１件当た

りの実際に支払った金額（平均既支払額）
の関係でみると、まず、相談件数が最も多
いのは「商品一般」で24.5万件となってい
ます（図表Ⅱ-1-3-2）。これは、法務省等
をかたる架空請求のはがきに関する相談が
18.7万件と多数寄せられるなど、架空請求
に関する相談が前年に続き増加したためで
す。また、次いで、デジタルコンテンツや
インターネット接続回線に関する相談等の
「通信サービス」が20.0万件と、この上位
二つで全体の43.7％を占め、突出して多く
なっています。しかし、平均既支払額でみ
ると、「商品一般」は0.7万円、「通信サー
ビス」は3.8万円と、他の商品・サービス
よりも相対的に低くなっています。
　平均既支払額では、フリーローン・サラ
金の返済に関する相談等の「金融・保険サー
ビス」が119.2万円と最も高額で、屋根工
事やリフォーム工事の解約に関する相談等

「商品一般」と「通信サービス」に
関する相談件数で全体の ４割超

図表Ⅱ-1-3-2 消費生活相談の商品・サービス別の件数・平均既支払額（2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 縦軸は商品別分類の相談件数。横軸の商品別分類の幅の長さは平均既支払額を示している。
　　　　 3． 各商品別分類項目は相談件数の多い順に並んでいる。
　　　　 4． 平均既支払額は無回答（未入力）を 0と仮定して、消費者庁で算出している。
　　　　 5． 「運輸・通信サービス」は、「運輸サービス」と「通信サービス」に分けて記載している。
　　　　 6． 「金融・保険サービス」の内訳は、融資サービス、預貯金・投資商品等、保険で、その件数の内訳を割合で示しており、平均既支払

額の内訳を割合で示したものではない。「金融・保険サービス」の平均既支払額は、融資サービスでは11.5万円、預貯金・投資商品
等では391.9万円、保険では47.1万円。
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の「工事･建築・加工」が101.1万円、訪問
販売で購入した給湯器や太陽光発電パネル
に関する相談等の「土地・建物・設備」が
91.6万円と続きます。「金融・保険サービス」
は、相談件数も３番目に多く、総既支払額
が最も高くなっています。

　2018年に寄せられた相談１件当たりの平
均金額をみると、全体では、請求された又
は契約した金額である「契約購入金額」が
117.2万円、実際に支払った金額である「既

支払額」が50.5万円となっています。2018
年は、平均契約購入金額において、「全体」、
「65歳以上」、「65歳未満」の全てのカテゴ
リーにおいて増加しました。特に「65歳以
上」については前年に比べて24.9万円増の
150.9万円と大幅に増加しました。平均既
支払額でも、全てのカテゴリーで増加し、
特に65歳以上では20.1万円増の89.4万円と
大幅に増加しました（図表Ⅱ-1-3-3）。
　また、2018年に寄せられた相談全体の契
約購入金額及び既支払額それぞれの総額を
みると、契約購入金額総額は4573億円、既
支払額総額は1799億円といずれも前年を上
回りました（図表Ⅱ-1-3-4）。65歳以上の

65歳以上の相談 １件当たりの平均
金額は大幅に増加

図表Ⅱ-1-3-3 平均契約購入金額・平均既支払額の推移

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅱ-1-3-4 契約購入金額総額・既支払額総額

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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高齢者に関するものは、契約購入金額総額
では1591億円と全体の34.8％を占め、既支
払額総額では950億円と全体の52.8％を占
めています。
　65歳以上の高齢者については、相談１件
当たりの平均既支払額は65歳未満の約３倍
に及んでいます。また、既支払額総額も前
年に比べて約５割増加していることから、
高齢者の消費者被害は一層深刻であるとい
えます。

　2018年の消費生活相談状況について、属
性別にみると、年齢層別では65歳以上が
34.9％と、高齢者が大きな割合を占めてい
ます（図表Ⅱ-1-3-5）。10歳ごとの区分で
みると、2018年は50歳代から70歳代までの
女性から法務省等をかたる架空請求のはが
きに関する相談が多く寄せられたこと等か
ら、60歳代が19.7％と最も大きな割合を占
め、次いで70歳代、50歳代の順となってい
ます。
　性別では、女性が59.1％、男性が37.1％

と女性の割合が高くなっています。性別に
より寄せられる相談件数に大きな差がある
商品・サービスは、女性が男性の８倍近く
の「商品一般」、３倍以上の「クリーニング」、
２倍以上の「保健衛生品」、「被服品」、「保
健・福祉サービス」等、男性が女性の３倍
近くの「車両・乗り物」です22。
　さらに、性別、年齢層別に区分してみる
と、相談件数は、男女共に60歳代が最も多
くなっています（図表Ⅱ-1-3-6）。
　商品・サービス別でみると、男性では幅
広い年齢層で「通信サービス」が大きな割
合を占めていますが、これは、ウェブサイ
トを利用したデジタルコンテンツや、イン
ターネット接続回線等に関する相談が多い
ことによるものです。また、2018年は、前
年に引き続き、50歳代から70歳代までの女
性では「商品一般」の相談件数が多く、特
に60歳代女性では全体の約６割を占めてい
ますが、これは、主にこの年齢層の女性か
ら、法務省等をかたる架空請求のはがきに
関する相談が寄せられたこと等によるもの
です。

属性別にみた20１8年の相談状況

22�）「商品一般」（女性212,282件、男性27,792件）、「クリーニング」（女性3,155件、男性1,017件）、「保健衛生品」（女性
20,707件、男性7,812件）、「被服品」（女性25,500件、男性9,880件）、「保健・福祉サービス」（女性22,910件、男性8,927
件）、「車両・乗り物」（女性5,416件、男性14,577件）。

図表Ⅱ-1-3-5 消費生活相談の属性（2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

女性
59.1％

男性
37.1％

無回答
（未入力）
11.3％

90歳以上
0.7％
80歳代
6.6％

20歳未満
1.6％

20歳代
6.8％

65歳
以上
34.9％

30歳代
8.7％

40歳代
12.6％

50歳代
15.5％

不明・無回答
（未入力）
2.1％

団体等
1.7％

70歳代
16.5％

60歳代
19.7％

年齢層別 性別

65歳
未満
53.8％
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　次に、商品・サービスを更に詳細に区分
してみると、「商品一般」の相談件数が最
も多く、他を大きく引き離しています（図
表Ⅱ-1-3-7）。「商品一般」のうち、架空請
求のはがきに関する相談が高齢者を中心に
多く寄せられたことが影響していると考え
られます。
　架空請求に関するもの以外では、「アダ
ルト情報サイト」や「他のデジタルコンテ
ンツ」、「出会い系サイト」に関するものが
多くなっています。主な相談例は「パソコ
ンで無料検索をしていたら突然『登録完了
１年間見放題24万円』と出た。電話したが
大丈夫か」、「スマホに『未納コンテンツ料
金が発生。連絡がない時は法的措置に』と

SMS23があり記載された電話番号にかけた
ところ高額請求された」、「無料通信アプリ
で誘われ登録したところが出会い系サイト
だった、解約したいができない」といった
ものです。年齢層別には、20歳未満、20歳
代、30歳代、40歳代の各年齢層で「デジタ
ルコンテンツ」に関する相談が最も多くみ
られました。
　このほか、20歳代から50歳代までについ
ては、「不動産貸借」に関する相談が、相
談件数の上位に入っています。

23）メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサービス。

図表Ⅱ-1-3-6 消費生活相談の性別・年齢層別の商品・サービス（2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「その他商品」とは、商品別分類のうち「光熱水品」、「保健衛生品」、「車両・乗り物」、「土地・建物・設備」、「他の商品」

の合計。「その他商品関連サービス」とは、「クリーニング」、「工事・建築・加工」、「修理・補修」、「管理・保管」の合計。 「そ
の他サービス」とは、「役務一般」、「運輸サービス」、「教育サービス」、「教養・娯楽サービス」、「内職・副業・ねずみ講」、「他
の行政サービス」の合計。

　　　　 3． 「運輸・通信サービス」は、「運輸サービス」と「通信サービス」に分けて記載している。

9 8 67 5 4 3 2 1 0 0 2 4 6 8 141210
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図表Ⅱ-1-3-7 消費生活相談件数の多い商品・サービス（年齢層別・2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 総数には、年齢が無回答（未入力）も含まれる。
　　　　 3． 品目は、商品キーワード（中分類）。
　　　　 4． 相談件数が同数のものは、キーワード順になっている。

順位

総数 65歳以上

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 1,017,590 総件数 355,616

1 商品一般 245,233 商品一般 128,067

2 デジタルコンテンツ 116,993 デジタルコンテンツ 28,345

3 不動産貸借 38,720 インターネット接続回線 11,893

4 インターネット接続回線 32,027 工事・建築 11,611

5 工事・建築 26,464 ファンド型投資商品 6,194

6 フリーローン・サラ金 25,490 修理サービス 5,651

7 他の健康食品 16,753 フリーローン・サラ金 5,353

8 携帯電話サービス 16,701 新聞 5,236

9 修理サービス 13,642 他の健康食品 5,202

10 四輪自動車 13,049 不動産貸借 4,922

順位

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 16,588 総件数 69,574 総件数 88,170 総件数 128,046 

1 デジタルコンテンツ 6,137 デジタルコンテンツ 11,445 デジタルコンテンツ 11,871 デジタルコンテンツ 20,257 

2 他の健康食品 831 不動産貸借 5,948 不動産貸借 8,032 商品一般 11,192 

3 商品一般 673 エステティックサービス 3,351 商品一般 4,446 不動産貸借 6,939 

4 他の化粧品 438 商品一般 3,021 フリーローン・サラ金 3,554 フリーローン・サラ金 4,629 

5 テレビ放送サービス 376 フリーローン・サラ金 2,664 インターネット接続回線 2,523 インターネット接続回線 4,135 

6 不動産貸借 317 四輪自動車 1,840 四輪自動車 2,050 携帯電話サービス 2,892 

7 基礎化粧品 254 インターネット接続回線 1,742 工事・建築 2,004 工事・建築 2,885 

8 コンサート 238 他の内職・副業 1,537 携帯電話サービス 1,895 他の健康食品 2,754 

9 運動靴 213 携帯電話サービス 1,250 他の健康食品 1,622 四輪自動車 2,528 

10 健康食品（全般） 193 他の健康食品 1,205 エステティックサービス 1,252 修理サービス 1,713 

順位

50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数 商品・サービス 件数

総件数 157,885 総件数 200,478 総件数 167,878 総件数 74,201 

1 商品一般 44,145 商品一般 86,109 商品一般 63,945 商品一般 10,962

2 デジタルコンテンツ 22,241 デジタルコンテンツ 22,520 デジタルコンテンツ 13,745 工事・建築 3,892

3 不動産貸借 4,945 インターネット接続回線 6,056 インターネット接続回線 5,860 デジタルコンテンツ 3,112

4 インターネット接続回線 4,813 工事・建築 4,775 工事・建築 5,072 インターネット接続回線 2,687

5 フリーローン・サラ金 4,406 フリーローン・サラ金 3,918 ファンド型投資商品 3,342 新聞 2,682

6 工事・建築 3,407 不動産貸借 3,235 フリーローン・サラ金 2,613 他の健康食品 2,234

7 他の健康食品 3,030 携帯電話サービス 2,579 修理サービス 2,541 修理サービス 1,868

8 携帯電話サービス 2,644 修理サービス 2,241 携帯電話サービス 2,367 ファンド型投資商品 1,514

9 四輪自動車 2,108 ファンド型投資商品 2,200 不動産貸借 2,315 健康食品（全般） 1,487

10 酵素食品 2,047 他の健康食品 2,165 相談その他（全般） 2,131 相談その他（全般） 1,448
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　15歳から29歳までの若者の消費生活相談
をみると、インターネット関連の相談が目
立つほか、20歳から29歳までは性別を問わ
ず、「賃貸アパート」が最上位に挙がりま

した。内容としては、契約時に敷金は返金
しないと大家から言われたり、退去時に合
意していない修理費を請求されたりするな
ど、一人暮らしを始めて間もないことによ
るトラブルも見受けられます（図表Ⅱ-1-
3-8）。
　また、20歳代では「フリーローン・サラ

若者の相談は賃貸アパート、インター
ネット利用に関するものが目立つ

図表Ⅱ-1-3-8 若者の商品・サービス別上位相談件数（2018年）

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（小分類）。

男性
15-19歳 20-24歳 25-29歳

件数 6,276 件数 16,394 件数 15,439

1 アダルト情報サイト 582 賃貸アパート 1,131 賃貸アパート 1,525

2 デジタルコンテンツ（全般） 411 フリーローン・サラ金 868 フリーローン・サラ金 968

3 オンラインゲーム 366 デジタルコンテンツ（全般） 788 商品一般 658

4 他のデジタルコンテンツ 290 商品一般 747 デジタルコンテンツ（全般） 642

5 商品一般 265 他のデジタルコンテンツ 706 他のデジタルコンテンツ 537

6 出会い系サイト 204 出会い系サイト 565 普通・小型自動車 495

7 テレビ放送サービス（全般） 201 普通・小型自動車 539 光ファイバー 379

8 運動靴 171 他の内職・副業 455 携帯電話サービス 370

9 賃貸アパート 144 アダルト情報サイト 429 出会い系サイト 311

10 普通・小型自動車 108 光ファイバー 352 アダルト情報サイト 286

女性
15-19歳 20-24歳 25-29歳

件数 6,285 件数 19,813 件数 17,617

1 他の健康食品 621 賃貸アパート 1,245 賃貸アパート 1,709

2 デジタルコンテンツ（全般） 460 脱毛エステ 1,174 デジタルコンテンツ（全般） 885

3 アダルト情報サイト 373 デジタルコンテンツ（全般） 1,161 商品一般 818

4 他のデジタルコンテンツ 312 出会い系サイト 998 他のデジタルコンテンツ 678

5 商品一般 299 他のデジタルコンテンツ 932 出会い系サイト 537

6 コンサート 175 商品一般 775 脱毛エステ 501

7 酵素食品 163 他の内職・副業 583 フリーローン・サラ金 414

8 出会い系サイト 159 他の健康食品 562 他の健康食品 389

9 賃貸アパート 153 アダルト情報サイト 474 携帯電話サービス 316

10 脱毛エステ 140 フリーローン・サラ金 396 結婚式 316

黄色 ：デジタルコンテンツ 黄緑色 ：一人暮らしがきっかけとなり得るもの
緑色 ：借金に関するもの 青色 ：自動車に関するもの ピンク色 ：美容に関するもの

第
２
部

第
１
章
　
第
３
節
　
消
費
生
活
相
談
の
概
況

163



金」についての相談も多く寄せられており、
性別にみると、20歳代の男性からの相談が
多くなっています。内容をみると、生活費
や遊興費のための借金のほか、多重債務に
関する相談等も寄せられています。女性で
は、エステや健康食品等広い意味での美容
に関わる相談が多くみられます。

　65歳以上の高齢者に関する消費生活相談
件数について、この10年間の推移をみると、
2013年以降高水準で推移していましたが、
2018年は約35.6万件と、前年を８万件以上
上回り、この10年間で最も多くなりました
（図表Ⅱ-1-3-9）。５歳ごとに分けてみると、
前年に比べて65-69歳が約2.7万件、70-74
歳で約3.9万件増えており、法務省等をか
たる架空請求のはがきに関する相談が多く
寄せられたことが影響していると考えられ
ます。また、この10年間で、85歳以上に関

する相談件数は２倍以上となっています。
　高齢者に関する消費生活相談について相
談件数上位の商品をみると、2018年は、架
空請求のはがきに関する相談の増加によ
り、「商品一般」が圧倒的多数を占めました。
「商品一般」以外では、「デジタルコンテ
ンツ（全般）」、「光ファイバー」、「他のデ
ジタルコンテンツ」等インターネットに関
連した相談で上位が占められています（図
表Ⅱ-1-3-10）。
　一方、2016年まで相談が多かった「アダ
ルト情報サイト」に関する相談は、2018年
には、上位に挙がっていません。2014年に
相談が多かった「ファンド型投資商品」に
関する相談の件数は、その後、一旦減った
ものの2018年に再び増加に転じています。

　認知症等の高齢者24に関する相談をみる
と、高齢者全体とは異なる傾向を示してい

高齢者に関する消費生活相談件数
は依然として高水準

認知症等の高齢者や障害者等の見
守りが重要

図表Ⅱ-1-3-9 高齢者に関する消費生活相談

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 契約当事者が65歳以上の相談。

163,360
179,496

197,171 200,258

265,457 258,705 254,250 245,646
267,838

355,616

11,460
14,283

15,885 17,062

25,786 23,298 23,503 23,225
24,926

28,553

25,695
29,699

32,684 34,838

52,482 44,805 43,792 40,531
40,447
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ます。本人から相談が寄せられる割合の推
移をみると、高齢者全体では約８割である
のに対し、認知症等の高齢者では２割に満
たない状況です（図表Ⅱ-1-3-11）。販売購
入形態別にみると、「インターネット通販」
は約1.5％、通信販売全体でも約１割にと
どまる一方で、「訪問販売」が４割近く、「電
話勧誘販売」も２割近くと大きな割合を占
めています（図表Ⅱ-1-3-13参照。）。「訪問
販売」や「電話勧誘販売」に関する相談で
は、本人が十分に判断できない状態にある
ために、事業者に勧められるままに契約し
たり、買物を重ねたりといったケースがみ
られます。相談内容としては、新聞や健康
食品に関する相談が多くなっています。具
体的には、「離れて住む判断力不十分な母
に対し新聞販売店が意味不明な領収証を渡
したり勝手に契約延長したりする」、「認知
症気味の親の家で健康食品と請求書を見付

けた。本人は身に覚えがないという」といっ
た相談が寄せられています。
　認知症等の高齢者本人はトラブルに遭っ
ているという認識が低いため、問題が顕在
化しにくい傾向があり、特に周囲の見守り
が必要です。
　障害者等25に関する相談についても、本
人から相談が寄せられる割合をみると、消
費生活相談全体では約８割であるのに対
し、障害者等に関する相談では約４割とい
う状況です（図表Ⅱ-1-3-12）。相談内容を
みると、「フリーローン・サラ金」に関す
る相談や、「出会い系サイト」等が含まれ
る「デジタルコンテンツ」に関する相談が
多くなっています。具体的には、「施設の
入所者に対し、債権回収業者から督促状が
届く。本人は病気で何も覚えていない。ど
うしたらよいか」、「知的障害のある息子が、
スマホに届いたメールで出会い系サイトに

24�）トラブルの当事者が65歳以上で、精神障害や知的障害、認知症等の加齢に伴う疾病等、何らかの理由によって十
分な判断ができない状態であると消費生活センター等が判断したもの。
25）トラブルの当事者が心身障害者又は判断能力の不十分な方々であると消費生活センター等が判断したもの。

図表Ⅱ-1-3-10 高齢者の商品・サービス別上位相談件数

（備考）　 1．PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2．品目は商品キーワード（小分類）。
　　　　 3．契約当事者が65歳以上の相談。

黄色 ：インターネット関連 紫色 ：投資勧誘トラブル 緑色 ：借金に関するもの

2014年 件数 2016年 件数 2018年 件数

1 商品一般 22,758 商品一般 15,444 商品一般 128,067 

2 アダルト情報サイト 12,156 デジタルコンテンツ（全般） 14,951 デジタルコンテンツ（全般） 15,341 

3 ファンド型投資商品 10,017 アダルト情報サイト 11,662 光ファイバー 9,667 

4 フリーローン・サラ金 6,210 光ファイバー 9,158 他のデジタルコンテンツ 6,783 

5 デジタルコンテンツ（全般） 6,203 他のデジタルコンテンツ 6,214 ファンド型投資商品 6,194 

6 新聞 6,005 新聞 5,500 修理サービス 5,651 

7 光ファイバー 5,601 フリーローン・サラ金 5,037 フリーローン・サラ金 5,353 

8 相談その他（全般） 5,189 修理サービス 4,970 新聞 5,236 

9 役務その他サービス 5,081 他の健康食品 4,766 他の健康食品 5,202 

10 修理サービス 4,367 相談その他（全般） 4,648 携帯電話サービス 4,763 
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図表Ⅱ-1-3-11 認知症等の高齢者に関する消費生活相談件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 契約当事者が65歳以上の「判断不十分者契約」に関する相談。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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図表Ⅱ-1-3-12 障害者等に関する消費生活相談件数

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「心身障害者関連」又は「判断不十分者契約」に関する相談。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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誘導され、50万円を支払った。返金を希望
する」等、判断力の不足や契約内容への理
解不足でトラブルになっていると思われる
ケースが目立ちます。
　以上のことからも、認知症等の高齢者や
障害者等の消費者トラブルの未然防止や被
害の拡大防止には、周囲の見守りが必要な
ことが分かります。家族のみならず、近隣
住民や福祉事業者、行政機関等が協力して
見守りを強化していくことが重要です。

　販売購入形態別の消費生活相談割合の推
移をみると、2018年の特徴は、「不明・無
関係」の割合が、2014年の約２倍の32.3％

に増加していることです（図表Ⅱ-1-3-
13）。この割合は、前年比でも11ポイント
以上と急増しています。「不明・無関係」
には、販売購入形態が分からないもの等が
分類され、「架空請求」のほとんどはこの
分類に該当します。2018年は、「架空請求」
に関する相談が急増し、「不明・無関係」
のうちの５割以上を占めました。65歳以上
の高齢者では、「不明・無関係」の割合は
41.9％と更に高くなっており、「架空請求」
の割合も７割近くを占めています。
　「店舗購入」の割合は、近年減少傾向に
あります。なお、近年増加傾向にあり、
2017年に「店舗購入」を超えた「インター
ネット通販」の割合は、2018年は減少し、
再び「店舗購入」の割合を下回る結果とな
りました。しかし、2018年は、「架空請求」

販売購入形態別にみた相談状況

図表Ⅱ-1-3-13 販売購入形態別消費生活相談割合の推移

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、アダルト情報サイト

に代表される、インターネットサイトを利用したサイト利用料、オンラインゲーム等のデジタルコンテンツも、消費生活相談情
報では「インターネット通販」に入るため、データの見方には注意が必要。

　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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に関する相談件数の急増が大きく影響して
いると考えられるため、「インターネット
通販」の相談件数が減少傾向に入ったと結
論付けることは早計であり、今後もその動
向には注意が必要です。
　65歳以上の高齢者についてみると、65歳
未満と比べて「訪問販売」、「電話勧誘販売」
の割合が大きいことが特徴ですが、2014年
と比較すると、いずれの割合も大きく減少
しています。
　また、年齢層別にみると、20歳代では「マ
ルチ取引」、80歳以上では「訪問販売」、「電
話勧誘販売」、「訪問購入」が、他の年齢層
に比べて、相談に占める割合が高くなって
います（図表Ⅱ-1-3-14）。
　「インターネット通販」について商品・
サービス別にみると、2018年は、2014年に
相談の７割近くを占めていた、アダルト情

報サイトや出会い系サイト等の「デジタル
コンテンツ」の割合が減少する一方で、電
子商取引の拡大を背景に（第１部第１章第
２節参照。）、健康食品、化粧品、パソコン
ソフト等の「商品」に関する相談の割合が
増加しています。「商品」に関する相談の
割合は、2018年は2017年に比べて10ポイン
ト以上、上昇しました（図表Ⅱ-1-3-15）。

　トラブルになりやすい商法や手口には
様々なタイプのものがありますが、主なも
のとその相談件数の推移をみると、2017年
に急増し、2018年も同様の傾向が続いた、
法務省等をかたる架空請求のはがきに関す
る相談等もあり、「架空請求」、「身分詐称」

トラブルになりやすい商法や手口
に関する相談

図表Ⅱ-1-3-14 販売購入形態別消費生活相談割合（年齢層別・2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「インターネット通販」の相談については、いわゆる通常のインターネット通販より広い概念を含んでおり、アダルト情報

サイトに代表される、インターネットサイトを利用したサイト利用料、オンラインゲーム等のデジタルコンテンツも、消
費生活相談情報では「インターネット通販」に入るため、データの見方には注意が必要。

　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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が急増しています（図表Ⅱ-1-3-16）。
　その他、「サイドビジネス商法」も増加
し続けており、これは、ウェブサイトや
SNSの成功報酬型広告等、インターネット
上での副業に関する相談の増加等が影響し
ているものと考えられます。また、「原野
商法」は2018年も高止まりしています。
　一方、「劇場型勧誘」、「無料商法」では

件数の減少が顕著になっています。手口が
消費者に少しずつ認知されることで被害の
未然防止が図られ、相談件数の減少につな
がったものもあると考えられる一方で、詐
欺に関連することも多い「利殖商法」、「当
選商法」は再び増加に転じており、引き続
き消費者への啓発その他の対策を続ける必
要があります。

図表Ⅱ-1-3-15 「インターネット通販」の商品・サービス別構成比（2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
　　　　 2． 「他の相談」は0.05％未満のためグラフに表示していない。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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図表Ⅱ-1-3-16 トラブルになりやすい商法・手口

（備考）　PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。

2014年（件） 2018年（件） 2014-2018年 相談内容の商法・手口等

架空請求 61,717 258,296 身の覚えのない代金の請求。

身分詐称 20,960 106,968 販売員が公的機関や有名企業の職員や関係者であるかのように
思わせる手口。

無料商法 34,326 15,882 「無料サービス」、「無料招待」、「無料体験」など「無料」であ
ることを強調し誤認させさせる手口。

サイドビジネス商法 8,984 12,762 「内職・副業（サイドビジネス）になる」、「脱サラできる」等
をセールストークにした手口。

二次被害 12,894 5,002 一度被害に遭った人を再び勧誘して、二次的な被害を与える手口。

販売目的隠匿 11,084 7,199 販売目的を隠した勧誘。

利殖商法 17,578 11,958 「値上がり確実」、「必ずもうかる」など利殖になることを強調
し、投資や出資を勧誘する手口。

次々販売 7,858 5,836 一人の者に次々と契約をさせるような手口。勧誘を断れない消
費者につけ込んで、不必要とも思える商品を購入させるもの。

点検商法 5,974 5,558
「点検に来た」と来訪し、「水質に問題がある」、「ふとんにダ
ニがいる」など事実と異なることを言う手口により誤認した相
談等。

劇場型勧誘 19,308 2,390 契約の相手先以外の第三者が、特定の消費者に対し、何らかの
利益が得られる等の勧誘を行い、契約の成立をあおる手口。

ネガティブ･オプション 3,090 2,628
契約を結んでいないのに商品を勝手に送り付け、商品を受領し
たことで、支払義務があると消費者に勘違いさせて代金を支払
わせようとする手口。商品と一緒に請求書が同封されていたり、
福祉目的をうたい寄付と勘違いさせたりする手口。

当選商法 4,919 3,307 「当選した」、「景品が当たった」等有利性を強調して契約をさ
せる手口。海外宝くじのダイレクトメールによる手口も含む。

原野商法 1,370 2,193 ほとんど無価値で将来の値上がりの見込みがほとんどない土地
を、値上がりするかのように偽って売りつける商法。

過量販売 2,490 1,508
必要以上の量や長期間の契約を迫り、結果として高額な契約を
させる、複数年分に当たる商品を契約させる、又は次々に役務
提供契約を結ばせる販売方法に関するもの。

SF商法 1,835 1,343
閉鎖的な空間に消費者を集客し、商品説明会と名をうって消費
者を興奮状態にしたり、消費者同士の競争意識をあおり、最終
的に商品の購入を募る手口。
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　グローバル化が進む中、消費者がイン
ターネット経由で気軽に海外事業者と取引
できるようになったこと等に伴い、海外事
業者とのトラブルが発生するようになりま
した。
　消費者庁では、消費生活センター等にお
ける相談受付機能を補完するため、2011年
11月から2015年３月まで「消費者庁越境消
費者センター」を開設し、越境消費者取引
でのトラブルに関する相談対応及び海外の
消費者相談機関との連携体制の構築に関す

る実証調査を行いました。
　2015年４月からは、相談体制を整備し、
事業として恒常的に行うことを目的とし
て、国民生活センターに移管し、「国民生
活センター越境消費者センター（CCJ：
Cross-border�Consumer�center�Japan）」
と名称変更して、引き続き活動を行ってい
ます26（CCJの相談対応の仕組み等につい
ては、第１部第２章第２節（２）参照。）。

　CCJが受け付けた相談の件数は、2017年
までは毎年4,000件台で推移していました
が、2018年は、5,882件と2017年（4,040件）
の約1.5倍に増加しました（図表Ⅱ-1-3-17）。

（ 2）越境取引に関わる消費生活相談

越境消費者センター（CCJ）の活
動

CCJに寄せられた相談の特徴

26�）2015年度は移管準備のため４～５月は相談窓口を閉鎖し、６月から相談受付を開始。なお、2018年３月に相談項
目等の見直しを行ったため、2017年以前の相談件数は過去発表の数値と異なる場合がある。

図表Ⅱ-1-3-17 CCJが受け付けた相談件数と年齢層別割合

（備考）　 1． 2014～2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 2． 2015年は4～5月に窓口を閉鎖していたため、他の年より 2か月間受付期間が短い。
　　　　 3． 年齢層別割合は、四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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相談件数の増加には、CCJが2018年４月か
ら、スマートフォンからも入力・相談がし
やすい相談受付フォームに変更したことが
影響していると考えられます。
　2018年の取引類型別では、「電子商取引」
が5,727件（97.4％）と、インターネット取
引によるものが引き続き大部分を占めてい
ます27。
　年齢層別にみると、最も高い割合を占め
ているのは「40歳代」で、「20歳代」、「30
歳代」と続きます。「70歳以上」の割合は、
全国の消費生活センターに寄せられた消費
生活相談の２割強であることに比べて、
CCJでは5.8％となっており、高齢者の割合
は低くなっていますが、一方で2018年での
「70歳以上」の相談件数は339件と、前年
の157件から倍増しています。CCJに寄せ
られた「70歳以上」の相談のうち249件は

「PCソフトウェア」に関する相談で、全
体の73.5％を占めており、2017年の59.2％
（93件）を上回っています。

　CCJが受け付けた相談を商品・サービス
別にみると、2018年は「ソフトウェア」が
23.0％と最も高い割合を占めています（図
表Ⅱ-1-3-18）。相談内容をみると「インター
ネットの利用中にセキュリティ警告の画面
が出て、PCソフトを購入させられた」、「パ
ソコンが破損しているという告知が現れ、
修理のためのソフトを購入したが、詐欺サ
イトだった」など、パソコンのソフトウェ
アのインストールによるトラブル等が主な
内容で、９割以上が「解約」に関するトラ

「ソフトウェア」に関する相談割
合が増加

27）「電子商取引」以外は、「現地購入」115件（2.0％）、「その他」14件（0.2％）、「不明・無関係」26件（0.4％）。

図表Ⅱ-1-3-18 CCJが受け付けた相談の商品・サービス類型別割合

（備考）　 1． 2014～2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 2． 2015年は 4～ 5月に窓口を閉鎖していたため、他の年より 2か月間受付期間が短い。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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ブルです。また、近年、日本の消費者が、
冬物の衣服・履物（ダウンジャケットやブー
ツ等）を購入する時期に合わせて、詐欺・
模倣品サイトが登場してくるケースが多く
なっており、詐欺・模倣品トラブルが冬季
（11月～１月）に集中して発生する傾向が
あることから、国民生活センターは注意を
呼び掛けています28。

　CCJが受け付けた相談について事業者所
在国別にみると、2018年は「所在国不明」
が2,557件（43.5％）で、最も多くなってい
ます（図表Ⅱ-1-3-19）。事業者所在国が判
明している中では、「米国」が761件で最も

多く、以下「中国」（332件）、「英国」（203
件）、「香港」（197件）、「シンガポール」（178
件）と続きます。上位３か国の占める割合
は22.0％に低下する一方、「その他」の割
合が増加傾向にあり、事業者所在国が多様
化する傾向が続いています。
　事業者所在国別にトラブル類型の内訳を
みると、「詐欺疑い29」のトラブルは「所
在国不明」であることが多く、事業者所在
国が判明しているトラブルでは「解約」の
トラブルが占める割合が高くなっています
（図表Ⅱ-1-3-20）。

　CCJが受け付けた相談を決済手段別にみ

事業者所在国は多様化が進む

決済手段は主に「クレジットカー
ド」

28�）国民生活センター「冬物の『衣服・履物』の詐欺・模倣品サイトに注意！―トラブルが冬季に集中して発生―」（2018
年10月23日公表）
29�）注文及び決済の事実が確認できるにもかかわらず、何も届かないまま事業者とのコミュニケーションが途絶え（又
は事業者が合理的な対応をしない）、なおかつ事業者の実態が正確に把握できない相談。

図表Ⅱ-1-3-19 CCJが受け付けた事業者所在国別相談件数割合の推移

（備考）　 1． 2014～2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 2． 2015年は 4～ 5月に窓口を閉鎖していたため、他の年より 2か月間受付期間が短い。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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ると、2018年は「クレジットカード」が4,344
件（73.9％）と最も多くなっています。ト
ラブル類型別に推移をみると、2014年では
トラブル類型によって主な決済手段が異
なっていましたが、2018年では全ての類型
において「クレジットカード」が主な決済
手段になっています（図表Ⅱ-1-3-21）。
　一方、2018年は、前年に比べ、クレジッ
トカードや振込以外の決済方法として「暗
号資産（仮想通貨）」などもみられ、決済
手段の多様化がうかがわれます。また、銀
行振込は近年減少傾向にありますが、その

一方で、2018年では、現金による決済が
229件と、前年の94件に比べ倍以上に増え
ています。取締りや注意喚起の強化により、
銀行振込による取引が行いにくくなり、代
引きの取引が増えたこと等が、現金取引が
増えた一因になったと考えられます。
　相談内容をみると、トラブル類型が「解
約」の相談では、2016年以降、偽警告に誘
導されて購入したウイルス対策ソフトの解
約に関する相談が、引き続き多くなってい
ます。

図表Ⅱ-1-3-20 CCJが受け付けた事業者所在国別―トラブル類型別の相談割合（2018年）

（備考）　 1． 2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 2． 「詐欺疑い」は、注文及び決済の事実が確認できるにもかかわらず、何も届かないまま事業者とのコミュニケーションが途絶

え（又は事業者が合理的な対応をしない）、なおかつ事業者の実態が正確に把握できない相談。
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図表Ⅱ-1-3-21 CCJが受け付けたトラブル類型別―決済手段別の相談件数の推移

（備考）　 1． 2014～2018年にCCJが受け付けた相談（2019年 1 月22日検索分）。
　　　　 2． 2015年は 4～ 5月に窓口を閉鎖していたため、他の年より 2か月間受付期間が短い。
　　　　 3． 「詐欺疑い」は、注文及び決済の事実が確認できるにもかかわらず、何も届かないまま事業者とのコミュニケーションが途絶え（又

は事業者が合理的な対応をしない）、なおかつ事業者の実態が正確に把握できない相談。
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　本節では、2018年を中心として最近目立つ消費生活相談や、消費者トラブル等を紹介し
ていきます。

　架空請求に関する相談件数は、2017年に
前年比で倍増しましたが、2018年は、年間
約25.8万件と2017年より更に約10万件近く
増加し、急増傾向が続いています（図表Ⅱ-1-
4-1）。
　相談の内訳をみると、2017年同様「商品
一般」に関する相談件数が多く、架空請求
に関する相談の約８割を占めています。こ
れは、後述するように、法務省等をかたる
架空請求のはがきに関する相談が多数寄せ

られたためです。
　架空請求の請求手段は、電話、はがき、
電子メール、SMS等様々ですが、中でも
はがきによるものが約18.8万件と2017年の
約5.8万件から３倍以上に増加しています
（図表Ⅱ-1-4-2）。
　また、架空請求には法務省など国の機関
や裁判所のほか、消費者に本物と思わせる
よう実在の事業者名をかたっているケース
もみられます。このようなケースでは、電
子メールや携帯電話のSMSに「コンテン
ツ利用料金の清算確認が取れません。本日
ご連絡なき場合には法的手続きに移行いた
します」といったメッセージが届いていま
す30。

最近注目される消費者問題第 ４節

（ １）架空請求に関する相談

前年に続き、架空請求に関する相
談が多い

図表Ⅱ-1-4-1 架空請求に関する消費生活相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　はがきの中には、公的機関からの文書を
装うために、日本国政府で広く用いられて
いる「桐花紋」のような紋章が印刷されて
いるものもみられました31（図表Ⅱ-1-4-3）。
　また、2018年には、はがきに加え封筒が
送られてくるケースも各地で報告されてい
ます32, 33（図表Ⅱ-1-4-4）。封筒の表書きに
は『重要』と赤いスタンプが押されている
ものもあり、書面には、「貴方の利用され
ていた契約会社、ないしは運営会社側から
契約不履行による民事訴訟として、訴状が
提出されました事をご通知致します」、「裁
判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させ
ていただきます」と記載されており、「裁

判取り下げなどのご相談」に関しては、固
定電話の問い合わせ先に連絡するように誘
導しています（「　」内は原文のまま引用）。
　また、連絡がない場合は、「原告側の主
張が全面的に受理され、執行官立ち合いの
元、給料差し押さえ及び、動産、不動産物
の差し押さえを強制的に履行させて頂きま
すので裁判所執行官による執行証書の交付
を承諾していただくようお願い致します」
などと脅して不安にさせる文言も記載され
ています（「　」内は原文のまま引用）。
　消費者に対しては、こうしたはがきや封
書が届いても決して相手に連絡したり、お
金を支払ったりせず消費生活センター等に
相談するようにとの注意喚起が繰り返し行
われています34（図表Ⅱ-1-4-5）。

巧妙化するはがきのほか、封書が
届くケースも

30 ）国民生活センター「速報！架空請求の相談が急増しています―心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しな
いで！―」（2018年４月20日公表）

31 ）国民生活センター「たとえ桐花紋が入っていても架空請求ハガキは無視してください」（2019年２月22日公表）
32 ）国民生活センター「『法務省管轄支局 国民訴訟通達センター』からの封書による架空請求は無視してください！」

（2018年10月31日公表）
33 ）国民生活センター「あなたの携帯電話番号が記載された架空請求は無視してください！」（2018年12月7日公表）
34 ）国民生活センター「『利用した覚えのない請求（架空請求）』が横行しています」（2019年２月22日更新）

図表Ⅱ-1-4-2 架空請求のはがきに関する消費生活相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　架空請求のはがきに関する契約当事者の
属性をみると、60歳代女性の相談件数が全
体の約４割を占めていますが、2018年は70
歳以上女性の相談件数が、30.3%（2017年は
約１割）に増加し、50歳以上の女性が全体

架空請求はがきの相談、 ９割以上
は女性

図表Ⅱ-1-4-3 「桐花紋」のような紋章が入っ
た架空請求のはがき（例）

（備考）　 国民生活センター「たとえ桐花紋が入っていても架空
請求ハガキは無視してください」（2019年 2 月22日公表）

数字３桁

ひらがな１字

桐花紋のような紋章

図表Ⅱ-1-4-4 架空請求に使用された封
筒（例）

（備考）　 国民生活センター「『法務省管轄支局 国民訴訟通達セ
ンター』からの封書による架空請求は無視してくださ
い！」（2018年10月31日公表）

図表Ⅱ-1-4-5 架空請求の注意喚起リーフレット（消費者庁作成）
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の約９割を占めています（図表Ⅱ-1-4-
6）。相談の状況から、こうしたはがきは、
短期間に集中して特定の地域に送付される

傾向があり、何らかの名簿等に沿って送付
されているとも考えられます。

　架空請求の既支払額について、相談時点
で既に１円以上支払った件数の割合は、過
去10年で最も高かった2011年の4.0％から、
2018年には1.0％にまで減少しています。一
方で、支払った金額をみると、2018年は、
2011年と比べて、1,000円から１万円未満で
の相談が25.6％から5.5％に減少する一方で、
10万円以上50万円未満の相談が24.9％から
44.2％に増加しています（図表Ⅱ-1-4-7）。

架空請求の既支払額
図表Ⅱ-1-4-6

架空請求のはがきに関す
る消費生活相談（性別・
年齢層別・2018年）

（備考）　 1． PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019
年 3 月31日までの登録分）。

　　　　 2． 「その他」は「団体等」、「不明」、「無回答（未入力）」
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

女性
95.8％

70歳以上
30.3％

50歳代
18.6％

男性 3.2％

60歳代
38.8％

その他 1.0％
年齢無回答・未入力

5.5％
40歳未満 0.2％
40歳代 2.4％

図表Ⅱ-1-4-7 架空請求に関する消費生活相談（相談時点の支払状況）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　2017年以降、架空請求に関する相談件数
が急増している状況を踏まえ、消費者庁で
調査を行ったところ、法務省管轄支局と称
する事業者との取引において、消費者の利
益を不当に害するおそれのある行為（消費
者を欺き、又は威迫して困惑させること）
を確認しました。そこで、2018年４月、消
費者庁は、消費者安全法の規定に基づき、
消費者被害の発生又は拡大の防止に資する
情報を公表し、消費者に注意喚起を行いま
した35。さらに、2018年７月、架空請求に
よる消費者被害の未然防止・拡大防止を図
るため、消費者政策会議において決定した

「架空請求対策パッケージ36」の下、総務省、
法務省、経済産業省、消費者庁、警察庁、
金融庁の各省庁、個人情報保護委員会及び
国民生活センターは、一体となって対策を
講じており（図表Ⅱ-1-4-8）、同年12月には、
各施策の進捗状況についてフォローアッ
プ37を行っています。
　こうした行政横断的な取組が行われる一
方で、公的機関や実在する企業名、家族を
かたり、家族構成や資産状況などを電話で
聞き出そうとする、いわゆる「アポ電」と
呼ばれる事例がみられるなど、架空請求、
振り込め詐欺、還付金詐欺等の入口にもつ
ながると思われる手口は多様化してきてお
り38、引き続き啓発が必要です。

　2018年は、大阪府北部を震源とする地震
（６月）、平成30年７月豪雨（７月）、平成
30年台風第21号（９月）、平成30年北海道
胆振東部地震（９月）等、多くの自然災害
に見舞われました。
　2018年の自然災害に関する消費生活相談
の件数は、熊本地震が発生した2016年を上
回っています（図表Ⅱ-1-4-9）。
　主な相談内容は、豪雨関連では「豪雨災
害前にクリーニングに出していた洋服を受
け取りに来るように連絡があった。元通り
になっていないものもあるとのこと。弁償
してもらえないのか」、「自宅が豪雨で半壊
となり市の応急修理の対象となったが、業
者の工事代金が高額で納得できない」、震
災関連では「義援金を募るメールがきたが、
振込先がネット銀行、差出人はフリーメー
ルアドレスで不審。詐偽ではないか」、「地
震のため旅行を取りやめ飛行機の予約を
キャンセルしたが、全額返金されず不満」
などというものでした39, 40。

急増する架空請求の相談への対応 （ ２）災害に関連した消費生活相談

自然災害に関する消費生活相談件
数が増加

35 ）消費者庁「法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関す
る注意喚起」（2018年４月27日公表）

36 ）「架空請求対策パッケージ」（2018年７月22日　消費者政策会議決定）
37 ）「『架空請求対策パッケージ』に掲げられた施策の進捗状況について（2018年12月28日 消費者政策担当課長会議）
38 ）国民生活センター「その電話、『アポ電』かも―知らない番号からの電話に出るのは慎重に―」（2019年３月18日

公表）
39 ）消費者庁「災害に関連する主な相談例とアドバイス」
　　https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/consumer_policy_caution_190131_0001.pdf
40 ）消費者庁「災害発生時にあわてないために！消費生活での留意事項例をご紹介」
　　https://www.caa.go.jp/disaster/pdf/disaster_181105_0001.pdf
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　また、「保険金を使って住宅を修理」す
ることをうたった保険金請求代行業者が

「災害で壊れたことにして保険金の請求を」
と持ち掛け、保険金が支払われたら、保険
金から多額（30％から40％）の手数料を徴

収するといった相談も寄せられています。
保険金が使えると勧誘する住宅修理サービ
スに関する相談件数は、2014年以降増加し
ており、2018年は1,585件と2014年の約2.5
倍に上っており、年齢層別にみると、65歳
以上の高齢者が全体の64.9％を占めていま
す（図表Ⅱ-1-4-10）。
　一般に、損害保険とは、火災や自然災害

「保険金が使える」と勧誘する住
宅修理サービスに関する相談

図表Ⅱ-1-4-8 「架空請求対策パッケージ」概要

（１）ハガキ、
電子メール、
SMS等（※１）

（２）電話等

被害
発生

（３）支払
コンビニ

消費生活相談の現状（2017年度）

被害発生までの流れ

架空請求
事業者

個人情報

★急がせる

（※２）

消費者

架空請求対策パッケージ＊【概要】① ＊2018年７月22日
　消費者政策会議決定

○架空請求に関する相談件数は、前年度比で２倍以上に急増し、約20万件となっている。
○架空請求の手段は、ハガキが急増（従来は電子メールが主流）。
○既支払額の平均額は約44万円で、既支払額5,000万円超のものもある(年度合計で約13億円)。

端末操作後
レジで支払

プリペイド
カード購入

銀行口座
へ入金等

仮想通貨
購入代金
の送金等

電話等で
カード番
号を通知

（※１）電子メール及びSMSの場合は、架空請求
事業者がランダムに生成したメールアド
レスや電話番号に送信している可能性が
ある。

（※２）架空請求事業者から伝えられた支払番号
を端末に入力し、端末から出力された用
紙をレジに持ち込み代金を支払う。

【実例】ハガキによる架空請求
記載された電話番号に電話すると、弁護士のものとする電話番号を
教えられ、そこに電話すると、弁護士と称する者が対応し、示談の
ための着手金等の名目で金銭の支払を求められる。

★東京都内
の消印

★タイトル
他に、「総合
消費料金未納
分」など

★脅かし
・訴訟開始
・強制的に差
押え

・執行証書を
交付

★公的機関に類
似した名称

国民訴訟通達セ
ンターなど

架空請求対策（主なもの）

架空請求対策パッケージ＊【概要】②

（３）消費者による架空請求事業者への支払の防止

（２）消費者から架空請求事業者への連絡防止

（１）架空請求事業者から消費者への接触防止

（４）警察による取締りの推進

（５）個人情報の保護の推進

＊2018年７月22日
　消費者政策会議決定

○架空請求を含む特殊詐欺の犯行に利用された電話に対し
繰り返し警告メッセージを流す警告電話事業を推進【警】
○消費生活センター等からの情報提供により、架空請求に
利用された電話番号を把握し、架電等を実施【消】
○架空請求を含む特殊詐欺に利用された固定電話に関し、
利用停止を含めた有効な対策を検討。【総、警】

○金融機関の架空請求を含む特殊詐欺被害防止に向けた取
組（行員研修、声掛け強化等）の促進【金、警】
○金融機関に対し不正利用口座に関する情報提供を行い、
金融機関の対応状況（強制解約、利用停止等）等を公表
【金】
○コンビニに対し、顧客への声掛け強化、レジ画面上での
注意喚起、支払に使われている複合端末画面での注意喚
起内容の充実等を要請。電子マネー発行者に対し、コン
ビニ等と連携した取組を要請。【警、金、消、経】
○仮想通貨交換業者の取引時本人確認の実施状況等につい
てモニタリングを実施【金】

○犯行拠点の摘発及び中枢被疑者等の検挙の推進【警】
○預貯金口座や携帯電話の不正売買等の架空請求を含む特
殊詐欺を助長する犯罪の検挙の推進【警】

○事業者に対し、個人情報の漏えい等を防止すべく情報提
供を実施するとともに、消費者に対し、名簿等の自らの
個人情報の取扱いに関する啓発のための広報を実施【個】

○法務省の名称等をかたる架空請求への対処方法等をホー
ムページに掲載【法】
○啓発資料を作成し、法テラス、法務局等において、注意
喚起を実施【法、消】
○政府広報、各省庁ホームページ、SNS等による注意喚
起を実施【消、警、金、総、法、経、国セン】
○架空請求を含む特殊詐欺等の捜査過程で押収した名簿を
活用した注意喚起を実施【警】
○啓発資料を作成し、消費者安全確保地域協議会（見守り
ネットワーク）における集中的な注意喚起を実施【消】
○消費者ホットライン188（いやや！）について、イメー
ジキャラクターを作成し、更なる周知を実施【消】
○架空請求事業者にかたられている実在の事業者の取組等
を随時公表【消】
○架空請求に関する情報を集約した特設サイトをホーム
ページ上に作成【国セン】

（注）担当省庁の記載について
　　警：警察庁、金：金融庁、消：消費者庁、総：総務省、
法：法務省、経：経済産業省、個：個人情報保護委員会、
国セン：独立行政法人国民生活センター
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等一定の偶然の事故（以下「自然災害等の
事故」という。）によって住宅等に生じた
損害に応じて保険金を支払う保険のことを
いいます。したがって、経年劣化による住
宅の損傷は、自然災害等の事故による損害
ではないので、保険金支払の対象とはなり

ません。なお、保険金請求サポート契約の
手数料は、自然災害等の事故によって生じ
た損害とはいえないことから、損害保険の
補償の対象とはなりません。
　なお、「保険金が使える」と勧誘する住
宅修理サービスへの相談件数を地域別にみ

図表Ⅱ-1-4-9 自然災害に関する消費生活相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　平成30年北海道胆振東部地震

図表Ⅱ-1-4-10 「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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ると、2018年に災害があった北海道、東海、
近畿、山陽地方等ではなく、関東地方に集
中していることが分かります（図表Ⅱ-1-
4-11）。「保険金が使える」と勧誘する住宅
修理サービスは、被災地域の修理というよ
りも、比較的人口や世帯が集中し、効率的
に勧誘が行える首都圏を中心として展開し
ているとも考えられます。
　国民生活センターでは、「保険金が使え
る」と勧誘する住宅修理サービスに関する
トラブルの未然防止・拡大防止のため、最
近の事例を紹介するとともに、「保険金を
使って自己負担なく住宅修理ができる」と
勧誘されてもすぐに契約をしないこと、保
険契約の内容や必要書類を確認し、まず保
険会社に相談すること等の注意喚起を行っ
ています41。

　SNSが何らかの形で関連している消費生
活相談は引き続き増加傾向にあります。
2018年も前年を上回る約1.7万件の相談が
寄せられ、消費生活相談全体の1.7％を占
めました（図表Ⅱ-1-4-12）。年齢層別にみ
ると、20歳代が30.0％と最も高くなってい
ます。20歳代の相談のうち、SNSが何らか
の形で関連しているものは、全相談の7.2％
を占めています。
　相談内容を年齢層別にみると、いずれの
年齢層でも最も多いのは「他のデジタルコ
ンテンツ」であり、暗号資産（仮想通貨）
やアフィリエイト広告等に関する情報商材
でのトラブル、有料動画サイトの利用に関

（ ３）インターネットや情報通信に関連するトラブル

SNSをきっかけとした相談は引
き続き増加傾向

41 ）国民生活センター「『保険金を使って住宅を修理しませんか』がきっかけでトラブルに！ ―高齢者からの相談が
増加しています―」（2018年９月６日公表）

図表Ⅱ-1-4-11 「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの相談件数（地域別・
2018年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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するもの等が含まれます（図表Ⅱ-1-4-13）。
　また、20歳未満から70歳代まででは「出
会い系サイト」、20歳未満から60歳代まで
では「他の健康食品」、70歳以上では「投
資情報サイト」が、それぞれ上位に挙がっ
ています。

　なお、40歳以上で上位にみられる「デジ
タルコンテンツ（全般）」には、架空請求
に関する相談が含まれています。

図表Ⅱ-1-4-13 SNS関連の消費生活相談内容（年齢層別・2018年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年3月31日までの登録分）。

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代

件数 1,001 件数 5,034 件数 2,824 件数 3,176

他のデジタルコンテンツ 123 他のデジタルコンテンツ 660 他のデジタルコンテンツ 481 他のデジタルコンテンツ 624

コンサート 80 他の内職・副業 626 出会い系サイト 356 出会い系サイト 294

他の健康食品 79 出会い系サイト 580 他の内職・副業 217 他の健康食品 207

出会い系サイト 67 他のデリバティブ取引（全般） 184 他の健康食品 156 他の内職・副業 173

教養・娯楽サービスその他 40 他の健康食品 163 ファンド型投資商品 67 デジタルコンテンツ（全般） 119

50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

件数 2,505 件数 1,145 件数 384 件数 60

他のデジタルコンテンツ 597 他のデジタルコンテンツ 317 他のデジタルコンテンツ 128 他のデジタルコンテンツ 21

他の健康食品 185 出会い系サイト 71 投資情報サイト 37 商品一般 7

出会い系サイト 172 他の健康食品 70 デジタルコンテンツ（全般） 33 デジタルコンテンツ（全般） 6

他の内職・副業 107 デジタルコンテンツ（全般） 69 商品一般 21 投資情報サイト 4

デジタルコンテンツ（全般） 104 商品一般 50 出会い系サイト 19 ファンド型投資商品 2

図表Ⅱ-1-4-12 SNSが何らかの形で関連している消費生活相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　フリマサービスを始めとする個人間売買
の相談も近年増加しており、2018年は7,856
件と、2017年（7,410件）に引き続き高い
水準にあります（図表Ⅱ-1-4-14）。相談内
容としては購入者からの「商品が届かな
い」、「壊れた商品・偽物等が届いた」等の
相談だけではなく、出品者からの「商品を
送ったのに、商品が届かないなどを理由に
商品代金が支払われない・商品代金の返金
を求められた」などの相談がみられます。
　国民生活センターでは、消費者へのアド
バイスとして、①フリマサービスは個人同
士の取引であり、トラブル解決は当事者間
で図ることが求められている点を理解して
利用すること、②利用規約等で禁止されて
いる行為は絶対に行わないこと、③未成年
者（子供）がフリマサービスを利用する場

合は、家族等で利用方法を十分に話し合う
こと、④当事者間で話し合っても、フリマ
サービス運営事業者に相談しても交渉が進
まない場合は、問題点の整理等を行うため、
最寄りの消費生活センター等に相談するこ
と等の注意喚起を行いました。さらに、フ
リマサービス運営事業者に対し、消費者が
より安全・安心にサービスを利用できるよ
うな取組を実施するよう要望しました42。

　インターネットを通じて電子的に取引さ
れる「暗号資産（仮想通貨）」に関するト
ラブルが増加しています（図表Ⅱ-1-4-
15）。PIO-NETによると、暗号資産（仮想
通貨）に関する消費生活相談件数は2014年
以降、一貫して増加しており、2018年は
3,657件となっています。

個人間売買に関連する相談件数も
引き続き増加傾向

暗号資産（仮想通貨）をめぐる詐
欺的なトラブル

42 ）国民生活センター「相談急増！フリマサービスでのトラブルにご注意―個人同士の取引であることを十分理解し
ましょう―」（2018年２月22日公表）

図表Ⅱ-1-4-14 「個人間売買」に関する消費生活相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）
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　暗号資産（仮想通貨）に関する主な相談
内容としては、暗号資産交換業者の信用性
やトラブルの有無に関するもの、解約・返
金に関するもの、システムやセキュリティ
に関するもの、ログインできない、入金が
反映されない、業者から返答がないなど、
事業者の対応に関するもの等があります。
　消費者庁、金融庁及び警察庁は、2017年
４月に資金決済法等の一部改正 （「仮想通
貨交換業に係る登録制」の創設）以来、三
庁で連携して消費者に対する注意喚起を
行っています。その後、暗号資産交換業の
導入に便乗する詐欺に関する相談等の増加
に伴い、2018年10月、主な相談事例等及び
注意喚起文の内容を更新し、改めて暗号資
産（仮想通貨）に関するトラブルに注意す
るよう呼び掛けを行っています43。
　一方、暗号資産（仮想通貨）に関しては、

「儲かると勧められて投資したが、言われ
た通りに儲からない」などの実態不明な投
資話に関する相談もみられます。国民生活
センターでは、2018年４月に暗号資産（仮
想通貨）をめぐる実態不明な投資話に関す
る注意喚起を行っています44。

　2018年８月、消費者庁は、「オーナー制
度45」という取引で多額の支払遅延を発生
させていた事業者に関する注意喚起を行い
ました46。
　当該事業者の通信販売を利用していた消

（ ４）高収入をうたう副業や投資に関する相談

オーナー制度に関する相談

43 ）消費者庁「仮想通貨に関するトラブルにご注意ください！」（2018年10 月19 日公表）
44 ）国民生活センター「仮想通貨に関する様々なトラブルにご注意」（2018年４月26日公表）
45 ）ここでは、企業が消費者と買戻特約付売買契約を締結し、形式上消費者が対象商品のオーナーとなり、買戻予定

日（以下「満期日」という。）に、企業が買い戻すことにより「買戻代金」が消費者に支払われるという取引。
46 ）消費者庁「『オーナー制度』と称する取引に関し、多額の支払遅延を発生させている株式会社ケフィア事業振興

会に関する注意喚起」（2018年８月31日公表）

図表Ⅱ-1-4-15 「暗号資産（仮想通貨）」に関する消費生活相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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費者が、オーナー制度の案内を受け、短期
間で高額の利子が付くことに魅力を感じ、
半年後に満期日を迎えるオーナー制度に申
し込むとともに、申込口数に応じた金額を
指定された口座に振り込みました。
　その後、当該事業者は、2017年11月から
2018年７月末までに満期日を迎えたオー
ナー制度契約に関して支払遅延を生じさ
せ、支払われていない買戻代金は少なくと
も数百億円に達することが判明しました。
　消費者庁からは、高額な利子など他の取
引と比較して非常に有利な条件での取引
は、消費者にとって相当程度のリスクがあ
る場合があるため、取引を行う場合には、
リスクも十分に検討すること、取引に関し
て不審な点があった場合は、お金を支払う
前に、最寄りの消費生活センター等に相談
すること等のアドバイスを行っています。

　「１日数分の作業で月に数百万円を稼

ぐ」、「〇万円が〇億円になる投資法」といっ
たお金もうけのノウハウと称して、イン
ターネット等で取引される「情報商材」に
関連する相談が増加しています。情報商材
とは、インターネットの通信販売等で、副
業・投資やギャンブル等で高額収入を受け
るためのノウハウなどと称して販売されて
いる情報のことです。情報商材の形式は、
PDF等の電子媒体、動画、メールマガジン、
アプリケーション、冊子、DVD等があり
ます。
　全国の消費生活センター等に寄せられる
相談件数は近年増加の一途をたどってお
り、2018年は8,787件と、５年前の10倍強と
なっています（図表Ⅱ-1-4-16）。
　年齢層別にみると、40歳代、50歳代の相
談件数が多くなっており（図表Ⅱ-1-4-
17）、また、契約購入金額をみると、10万
円以上50万円未満の相談が、相談件数のほ
ぼ半分を占めています（図表Ⅱ-1-4-18）。

「情報商材」に関する相談

図表Ⅱ-1-4-16 「情報商材」に関する消費生活相談件数

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅱ-1-4-17 「情報商材」に関する消費生活相談件数（年齢層別・2018年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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図表Ⅱ-1-4-18 「情報商材」に関する消費生活相談件数（契約購入金額別・2018年）

（備考）　 PIO-NETに登録された消費生活相談情報（2019年 3 月31日までの登録分）。
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　消費者が、この１年間に購入した商品や
利用したサービスについて、消費者庁「消
費者意識基本調査」（2018年度）では、｢商
品の機能・品質やサービスの質が期待より
かなり劣っていた｣、｢表示・広告と実際の
商品・サービスの内容がかなり違ってい
た｣、｢思っていたよりかなり高い金額を請
求された｣ 等の何らかの消費者被害・トラ
ブルを受けた経験があると答えた人の割合
は9.9％となっています（図表Ⅱ-1-5-1）。

　同様に、2018年度に、この１年間で消費

者被害・トラブルの経験があると認識し、
その被害・トラブルの内容を具体的に回答
した人のうち、「相談又は申出をした」と回
答した人の割合は50.8％でした。一方、「誰
にも相談又は申出をしていない」と回答し
た人の割合は43.3％でした（図表Ⅱ-1-5-2）。

　相談又は申出をした事例について相談又
は申出をした相手を聞くと、「商品・サー
ビスの勧誘や販売を行う販売店、代理店等」
と回答した割合が40.6％と最も高く、次い
で「商品やサービスの提供元であるメー
カー等の事業者」（36.7％）、「家族、知人、
同僚等の身近な人」（34.6％）の順となっ
ています（図表Ⅱ-1-5-3）。「市区町村や消
費生活センター等の行政機関の相談窓口」
は8.1％でした。

消費者被害・トラブルの経験と被害・トラブル額の推計第 ５節

（ １）消費者被害・トラブルの経験

商品・サービスについての消費者
被害・トラブルの経験

消費者被害・トラブルを誰かに相
談・申出する人に変化なし

消費者の多くは販売店に相談や申
出をしている

図表Ⅱ-1-5-1 購入商品や利用サービスでの消費者被害・トラブルの経験

（備考）　 1．消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。（　）内は調査実施時期。
　　　　 2． 「あなたがこの 1年間に購入した商品、利用したサービスについて、以下に当てはまる経験をしたことはありますか。」との問に

対する回答。

2014年度
（2014年11月）
N = 6,449人

2015年度
（2015年11月）
N = 6,513人

2016年度
（2016年11月）
N = 6,009人

2017年度
（2017年11月）
N = 6,255人

2018年度
（2018年11月）
N = 6,053人

商品の機能・品質やサービスの質が期待よりかなり劣っていた 7.9% 8.2% 5.9% 7.2% 7.2%

表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違っていた 4.9% 4.8% 3.2% 3.9% 3.8%

思っていたよりかなり高い金額を請求された 2.4% 2.7% 1.0% 1.2% 1.8%

問題のある販売手口やセールストークにより契約・購入した 1.4% 1.7% 0.8% 1.2% 1.2%

契約・解約時のトラブルにより被害に遭った 1.1% 1.2% 0.9% 0.8% 1.0%

詐欺によって事業者にお金を払った（又はその約束をした） 0.3% 0.6% 0.4% 0.7% 0.3%

けが、病気をする等、安全性や衛生面に問題があった 1.3% 1.8% 0.8% 0.5% 0.9%

その他の消費者被害の経験 1.6% 1.8% 0.9% 1.0% 1.0%

上記のいずれかの経験があった 10.6% 10.9% 7.7% 9.5% 9.9%
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　消費者被害・トラブルの状況を把握する
ための一つの指標として、全国の消費生活

センター等に寄せられた消費生活相談情報
があります。これは、消費者被害・トラブ
ルの端緒やトレンドを把握するためには極
めて有効な情報ですが、あくまで消費者や
その家族等から相談があったものだけに限
られており、相談情報に表れない消費者被
害の実態やその規模はこれだけでは明らか
にすることはできません。

（ ２）消費者被害・トラブル額の推計

消費者被害・トラブル額の推計の
考え方

図表Ⅱ-1-5-2 被害・トラブルのあった商品・サービスについての相談・申出の有無

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。（　）内は調査実施時期。
　　　　 2． 被害やトラブルについての相談又は申出の有無についての問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

（％）
2014年度

（2014年11月）
N = 613件

2015年度
（2015年11月）
N = 659件

2016年度
（2016年11月）
N = 489件

2017年度
（2017年11月）
N = 597件

2018年度
（2018年11月）
N = 557件

相談・申出をした 51.2 51.7 55.2 50.3 50.8

誰にも相談・申出をしていない 43.2 44.9 37.6 44.6 43.3

無回答 5.5 3.3 7.2 5.2 5.9

図表Ⅱ-1-5-3 消費者被害・トラブルについて相談・申出をした相手

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。
　　　　 2． 被害やトラブルについての「相談又は申出をした」と回答した人に対する相談した相手についての問への回答（複数回答）。
　　　　 3． ｢事業者団体｣ は2015年度調査で新設された項目。
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0.7
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1.5

3.5

0.6

45.2

36.9

29.3

7.0

2.2

1.3

1.9

2.2

1.9

0 604020

無回答

上記以外の人や機関等

警察

事業者団体

消費者団体

弁護士、司法書士等の専門家

家族、知人、同僚等の身近な人

2015年度調査
（N＝341、M.T.＝134.3％）

2014年度調査
（N＝314、M.T.＝128.0％）

2016年度調査
（N＝270、M.T.＝131.9％）
2017年度調査
（N＝300、M.T.＝123.0％）
2018年度調査
（N＝283、M.T.＝129.0％）

商品やサービスの提供元であるメーカー等の
事業者

商品・サービスの勧誘や販売を行う販売店、
代理店等

市区町村や消費生活センター等の行政機関の
相談窓口

（％）
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　そこで消費者庁では、消費者被害・トラ
ブル全体のおおまかな規模を明らかにする
ため、2013年度に「消費者被害に関連する
数値指標の整備に関する検討会」を開催し、
消費者被害・トラブル額の推計を試みました。
　推計は、消費者被害・トラブルの推計件
数に消費者被害・トラブル１件当たりの平
均金額を乗じる手法により実施しました。
具体的には、まず全国の満15歳以上から無
作為抽出して意識調査47を行い、消費者被
害・トラブルの「発生確率」を求めた上で、
15歳以上人口に当該確率を乗じて、消費者
被害・トラブルの総数を推計し、これに消
費生活相談情報から計算される平均金額を
乗じ、所要の補正を行って推計値を算出す
るという手法を採っています。
　「消費者被害・トラブル１件当たりの平
均金額」は、消費生活相談情報の「契約購
入金額」、「既支払額」といった項目から算
出しています。実際には、消費者は小さな
消費者被害・トラブルではわざわざ消費生
活センター等に相談をすることはせず、よ
り深刻な場合ほど相談率は高くなるものと
考えられることから、消費生活相談情報か
ら得られる平均金額は実態より相当高い水
準にあるものと推測されます。そこで、こ
うした消費生活相談情報の特性を考慮し、
トラブル金額が少額のものと高額のものと
を分けて推計することで推計値の補正を
行っています。
　また、近年、高齢者の消費者被害・トラ
ブルが大幅に増加していますが、高齢者の
特性として、本人が被害に気付かず相談し
ないということがあり、特に認知症等の高齢
者に顕著に見られる傾向があります。このた
め、本人が自ら回答することが前提の意識

調査では、本人が認識していない消費者被
害・トラブルを十分に把握できない可能性
があります。そこで、高齢者の潜在被害が
一定数存在するものと仮定し、その分を推
計値に上乗せする形で補正を行っています。
　推計結果としては「契約購入金額」、「既
支払額（信用供与を含む。）」、「既支払額」
の三つの推計値を示しています。このうち、
「既支払額」（実際に消費者が事業者に支
払った金額）に「信用供与」（クレジットカー
ド等で決済しており、まだ支払は発生して
いないもののいずれ引き落とされる金額）
を加えた「既支払額（信用供与を含む。）」
を、消費者が負担した金額の実態に近いも
のとして取り扱っています。
　なお、「消費者意識基本調査」では被害
相当額、派生的な被害額、問題対応費用等
についても尋ねていますが、サンプルが少
ないことと回答の正確性の問題から、推計
に用いるには精度が不十分なものと判断
し、推計には含めていません。したがって、
本推計は、厳密には「消費者被害・トラブ
ルに関する商品・サービスへの支出総額」
と称すべきものですが、便宜上「消費者被
害・トラブル額」と表現しています。

　以上の手法により推計したところ、2018
年１年間に支出が発生した消費者被害・ト
ラブルは約1022万件となり、消費者被害・ト
ラブル額は、「既支払額（信用供与を含む。）」
で約6.1兆円48となりました（図表Ⅱ-1-5-4）。
　推計した2018年の消費者被害・トラブル
件数は2017年（約1061万件）と比較して減

２0１8年の消費者被害・トラブル額

47�）消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）において、層化２段無作為抽出法により抽出した全国の満15歳以
上１万人（全国400地点）を対象に訪問留置・訪問回収法により調査を実施。調査時期は2018年11月８日から同年
11月30日まで、回収率は60.5％。
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少しましたが、「既支払額（信用供与を含
む。）」の平均被害額が増加しており、約5.3
兆円（「既支払額（信用供与を含む。）」ベー
ス）であった2017年よりも総額が約0.8兆

円増加する結果となりました。
　今後、継続的に推計を実施していくこと
により、消費者行政の成果を測定する上で
効果的な指標となると考えられます。

48�）既支払額（信用供与を含む。）ベースでの消費者被害・トラブル額の推定額は約6.1兆円であるが、この数字には
誤差が含まれており、同基準の消費者被害・トラブル額は95％の確率で5.6～6.6兆円の幅の中にあると推定される。

図表Ⅱ-1-5-4 消費者被害・トラブル額の推計結果

※「既支払額（信用供与を含む。）」とは、既に支払った金額にクレジットカード等による将来の支払を加えたもの。
(備考)　 1．消費者被害・トラブル額とは、消費者被害・トラブルに関する商品・サービスへの支出総額を指す。
　　　　 2． 満15歳以上の人口に、「消費者意識基本調査」の結果から求めた消費者被害・トラブルの「発生確率」を乗じた上で、消費生活相

談情報から計算される、被害 1件当たりの平均金額を乗じて算出した金額に、高齢者の潜在被害として想定される金額を加えて補
正した推計額。

　　　　 3． 「発生確率」は、消費者意識基本調査において「あなたがこの 1年間に購入した商品、利用したサービスについてお尋ねします。
この 1年間に、以下に当てはまる経験をしたことはありますか。」との問に対して、以下の経験についての回答を集計した結果に
基づき推計している。①けが、病気をする等、安全性や衛生面に問題があった、②商品の機能・品質やサービスの質が期待よりか
なり劣っていた、③思っていたよりかなり高い金額を請求された、④表示・広告と実際の商品・サービスの内容がかなり違ってい
た、⑤問題のある販売手口やセールストークにより契約・購入した、⑥契約・解約時のトラブルにより被害に遭った、⑦詐欺によっ
て事業者にお金を払った（又はその約束をした）、⑧その他、消費者被害の経験。

　　　　 4．平均金額は、各年の消費生活相談情報（翌年 1月31日までの登録分）に基づき算出している。
　　　　 5． 本推計に使用している意識調査はあくまで消費者の意識に基づくものであり、消費者被害・トラブルの捉え方が回答者により異な

ること、意識調査の性格上誤差を含むものであることに注意が必要。

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

契約購入金額 約7.8兆円 約7.4兆円 約5.9兆円 約6.4兆円 約7.2兆円

既支払額（信用供与を含む。）※ 約6.7兆円 約6.7兆円 約5.2兆円 約5.3兆円 約6.1兆円

既支払額 約5.5兆円 約6.0兆円 約4.7兆円 約5.0兆円 約6.0兆円
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　消費者庁「消費者意識基本調査」では、
消費者の日常の消費生活における意識や行
動、消費者トラブルの経験等を調査していま
す。本節では、当該調査の結果から消費者
の意識や行動の状況についてみていきます。

　まず、インターネットの普及や高齢化の
進展等、消費者をめぐる環境が大きく変化
している中、同調査を開始した2012年度か
ら2018年度まで３年ごとの調査結果から、
消費者として心掛けている行動がどのよう
に変化したかをみていきます。
　2018年度の調査結果では、「表示や説明
を十分確認し、その内容を理解した上で商
品やサービスを選択する」ことに対して「心
掛けている」（「かなり心掛けている」＋「あ
る程度心掛けている」。以下同じ。）という
割合が77.9％、「個人情報の管理について
理解し、適切な行動をとる」ことに対して
「心掛けている」という割合が65.5％とな
りました。
　2015年度の調査結果と比べると大きな変
化はありませんが、2012年度の調査結果と
比較すると、それぞれ約10ポイント上昇し
ており、表示や説明書き、個人情報の取り
扱いに留意する消費者は増加傾向にあると
いえます（図表Ⅱ-1-6-1）。
　また、「環境に配慮した商品やサービス
を選択する」ことに対して「心掛けている」

という割合は59.3％となっており、2012年
度調査の45.5％、2015年度調査の53.2％と
比較すると、環境保護に対する消費者の関
心が高まっていることがうかがえます。

　一方、2018年度の調査結果では、「トラ
ブルに備えて、対処方法をあらかじめ準備・
確認しておく」ことに対して「心掛けてい
る」という割合は37.5％にとどまっていま
す。本章第３節・第４節でみたように、架
空請求や簡単にもうかるという副業や投資
に関する消費者トラブル等の増加等により
消費生活相談件数は増加しており、日常生
活において消費者トラブル等に巻き込まれ
る可能性があることを踏まえて、消費者ト
ラブルへの意識や備えを更に向上させてい
く必要があると考えられます。
　また、「ライフステージや経済状況の変
化等、将来を見通した生活設計を考える」
ことに対して「心掛けている」という割合
は46.7％となっており、2012年度の調査結
果と比べて増加傾向にはあるものの、将来
を見通した生活設計を考えることを意識し
ている消費者は約半数にとどまっています
（図表Ⅱ-1-6-1）。

消費者意識・行動の状況第 ６節

（ １）消費者として心掛けている行動

商品・サービスの表示や説明書き、個人情
報の取扱いに留意する消費者は増加傾向

トラブルへの対処、将来の生活設計
を心掛けている人は比較的少ない
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　どのような分野の消費者問題に対して関
心があるかを聞いたところ、「食中毒事故
の問題などの食品の安全性について」とい
う割合が最も高く69.8％、次いで「偽装表示・
誇大広告など、事業者による商品やサービ

スに関する偽りの情報について」（58.1％）、
「ダイレクトメールや電話勧誘販売などに
見られるプライバシーや個人情報の保護の
問題について」（55.8％）等となっています。
　年齢層別にみると、「偽装表示・誇大広
告など、事業者による商品やサービスに関
する偽りの情報について」、「強引な勧誘や
利殖方法などの悪質商法について」や「商
品やサービスの消費や廃棄に伴う環境・資
源問題について」は、若年齢層に比べ高年
齢層で割合が高い傾向にあります。

（ ２）消費者問題に対する関心

食品の安全性に対する関心は全年
齢層で高い

図表Ⅱ-1-6-1 消費者として心掛けている行動

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者として、以下の行動をどの程度心掛けていますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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表示や説明を十分確
認し、その内容を理
解した上で商品や
サービスを選択する

個人情報の管理につ
いて理解し、適切な
行動をとる

環境に配慮した商品
やサービスを選択す
る

商品やサービスにつ
いて問題があれば、
事業者に申立てを行
う

トラブルに備えて、
対処方法をあらかじ
め準備・確認してお
く

ライフステージや経
済状況の変化等、将
来を見通した生活設
計を考える
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　一方、「交流サイト・ゲーム・ネット通
販などのインターネット利用により生じる
トラブルについて」という割合は、59歳以
下の全ての年齢層で40％から50％程度と高
い割合を占めていますが、60歳以上では
30％未満にとどまっています（図表Ⅱ- 
1-6-2）。これは、一般的に、高年齢層に比
べ若い年齢層の方がインターネットを利用
する機会が多いことによるものと考えられ
ます。
　また、10歳代後半は他の年齢層に比べ、
全ての問題に対して関心が低い傾向にあり
ます。この年齢層では、まだ多くの消費者
が経済的な自立をしておらず、消費者問題
に目を向ける機会が少ないことも関係して
いると考えられます。2022年４月１日から
は改正民法の施行により成年年齢が20歳か
ら18歳に引き下げられることもあり、今後
10歳代後半の若者も自立した消費者として
消費者取引の主体となることも増えていく

ことが予想され、若年層の消費者問題に対
する関心を高めていく必要があります。

　本章第３節・第４節でみたように、架空
請求に関する消費生活相談が2017年から再
び増加しています。そこで、「身に覚えの
ない料金を請求されるなど、詐欺的な請求
を受けた経験」について聞いたところ、い
ずれかの詐欺的な請求を受けた経験がある
という割合が57.8％となりました。
　詐欺的な請求を受けた経験の内容につい
ては、多い順に「利用したつもりのない有
料動画サイトなどの請求に関する電子メー
ルやSMSが届いた」（36.1％）、「インター

（ ３）消費者被害・トラブルに関する意識や行動

詐欺的な請求を受けた経験がある
人は ６割

図表Ⅱ-1-6-2 関心のある消費者問題

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、どの分野の消費者問題に対して関心がありますか。以下のうち当てはまるものを全てお選びください。」との問に対す

る回答（複数回答）。
　　　　　　ただし、「その他」、「わからない」、「無回答」を除いている。
　　　　 3． （※）利殖商法とは、「高利回り」、「値上がり確実」など利殖（利子や配当金などによって財産を増やすこと）になることを強調し

て不当な勧誘をする商法のこと。
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ど、事業者
による商品
やサービス
に関する偽
りの情報に
ついて

強引な勧誘
や利殖商法
（※）など
の悪質商法
について

交 流 サ イ
ト・ゲーム・
ネット通販
などのイン
ターネット
利用により
生じるトラ
ブルについ
て

クレジット
カードの利
用による返
済能力を超
えた商品の
購入や借金
のし過ぎな
どによる多
重債務問題
について

ダイレクト
メールや電
話勧誘販売
などに見ら
れるプライ
バシーや個
人情報の保
護の問題に
ついて

消費者トラ
ブルにおけ
る被害者の
救済につい
て

商品やサー
ビスの消費
や廃棄に伴
う環境・資
源問題につ
いて

事業者によ
る 商 品 や
サービスに
関する情報
の開示につ
いて

関心のある
消費者問題
はない

10歳代後半

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

（N＝290、
M.T.＝292.1）

全体 （N＝6,053、
M.T.＝449.1）

（N＝456、
M.T.＝371.1）
（N＝742、
M.T.＝422.5）
（N＝1,074、
M.T.＝449.3）
（N＝978、
M.T.＝486.1）
（N＝1,208、
M.T.＝484.4）
（N＝1,305、
M.T.＝466.1）
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ネット閲覧中に、突然『端末からウィルス
を検出しました』、『今すぐアップデートが
必要』などの警告画面が表示された」
（32.8％）、「公的機関のような名称で支払
いを要求するはがきなどを受け取った」
（21.6％）などとなっています（図表Ⅱ-1-
6-3）。
　年齢層別にみると、「インターネット閲
覧中に、突然『端末からウィルスを検出し
ました』、『今すぐアップデートが必要』な
どの警告画面が表示された」や「利用した
つもりのない有料動画サイトなどの請求に
関する電子メールやSMSが届いた」等、
インターネットが関係するものでは20歳か
ら49歳までの割合が高く、「振り込め詐欺
の電話がきた」では70歳以上の割合が、他
の年齢層と比較して高くなっています。ま

た、「公的機関のような名称で支払いを要
求するはがきなどを受け取った」では40歳
以上の中高年層で高くなっており、年齢層
によってトラブルになりやすい手口が異
なっていることが分かります。
　消費者への注意喚起や啓発は、こうした
年齢層による違いに着目して、効果的に行
うことが重要です。特に、10歳代後半では、
「いずれも経験したことがない」という割
合が約６割となっていますが、今後経済的
な自立をする若者も多いことから、若年層
への消費者教育等、消費者トラブル防止の
取組が引き続き求められています（図表Ⅱ
-1-6-4）。

図表Ⅱ-1-6-3 詐欺的な請求を受けた経験

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、これまでに、身に覚えのない料金を請求されるなど、詐欺的な請求を受けた経験はありますか。当てはまるものの番

号を全てお選びください。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3． （※）ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）とは、メールアドレスではなく携帯電話番号を宛先にして送受信するメッセージサー

ビスのこと。

36.1

32.8

21.6

9.8

7.2

4.6

41.5

0.7

0 403530252015105 45
（％）

（N＝6,053、M.T.＝154.3%）無回答

上記のいずれも経験したことがない

振り込め詐欺の電話がきた

医療費や税金などの還付金を払うので銀行
などのATMに行くように指示された

実在する団体と紛らわしい名称をかたって、
災害支援をうたい文句に、義援金の支払いを

求められた

公的機関のような名称で支払いを要求する
はがきなどを受け取った

利用したつもりのない有料動画サイトなどの
請求に関する電子メールやSMS(※）が届いた

インターネット閲覧中に、突然「端末からウィ
ルスを検出しました」、「今すぐアップデート

が必要」などの警告画面が表示された

いずれかの
詐欺的な請
求を受けた
（計）57.8％
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　さらに、詐欺的な要求に対し、どのよう
な対応をしたか聞いたところ、いずれのト
ラブルについても、「無視した」との回答
が高い割合を占めました。一方で、更なる
トラブルに発展しかねない対応と考えられ
る「指示に従った」や「発信元に問い合わ
せた」との回答は、いずれも低い割合とな
りました（図表Ⅱ-1-6-5）。
　しかしながら、「無視した」との回答の
割合には、内容ごとに偏りがみられ、「利
用したつもりのない有料動画サイトなどの
請求に関する電子メールやSMSが届いた」
や「インターネット閲覧中に、突然『端末
からウィルスを検出しました』、『今すぐ
アップデートが必要』などの警告画面が表
示された」に対しては、８割前後が無視し

ているのに対し、「実在する団体と紛らわ
しい名称をかたって、災害支援をうたい文
句に、義援金の支払いを求められた」
（65.1％）、「振り込め詐欺の電話がきた」
（61.4％）、「医療費や税金などの還付金を
払うので銀行などのATMに行くように指
示された」（47.7％）は、「無視した」とい
う割合が比較的低い割合にとどまっていま
す。これらのケースでは、「その他」とい
う割合が２割から４割程度を占めています
が、消費生活相談の実態に鑑みると、この
中には不信感を持った消費者が、請求を受
けた後に、市町村等の年金や健康保険等の
担当部署や実在する団体に直接問合せをし
て確認するなど、無視はしていないが信頼
できる第三者に事実かどうか確認している
消費者が一定程度存在することがうかがえ
ます。

詐欺的な請求に対し、多くの人は
無視している

図表Ⅱ-1-6-4 詐欺的な請求を受けた経験（年齢層別）

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、これまでに、身に覚えのない料金を請求されるなど、詐欺的な請求を受けた経験はありますか。当てはまるものの番

号を全てお選びください。」との問に対する回答（複数回答）。

9.7

10.5

14.8

24.3

27.3

25.9

21.4

6.2

5.5

6.6

8.5

6.2

10.2

17.2

5.2

4.8

3.4

3.7

3.1

3.8

7.6

30.7

54.2

50.3

47.0

35.8

21.0

13.0

23.8

48.9

57.0

53.1

43.1

25.6

13.1

8.6

8.8

6.3

6.9

6.9

6.5

8.0

58.6

33.6

25.7

25.7

32.3

49.2

62.2

0.7

0.2

0.8

0.7

0.4

0.7

0.8

（％）

公的機関のよ
うな名称で支
払いを要求す
るはがきなど
を受け取った

振り込め詐欺
の電話がきた

医療費や税金
などの還付金
を払うので銀
行 な ど の
ATMに行く
よう指示され
た

インターネッ
ト閲覧中に、
突然「端末か
らウィルスを
検出しまし
た」、「今すぐ
アップデート
が必要」など
の警告画面が
表示された

利用したつも
りのない有料
動画サイトな
どの請求に関
する電子メー
ルやSMSが
届いた

実在する団体
と紛らわしい
名称をかたっ
て、災害支援
をうたい文句
に、義援金の
支払いを求め
られた

上記のいずれ
も経験したこ
とがない

無回答

10歳代後半

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

（N＝290、
M.T.＝143.4）
（N＝456、
M.T.＝166.4）
（N＝742、
M.T.＝165.0）
（N＝1,074、
M.T.＝169.9）
（N＝978、
M.T.＝155.1）
（N＝1,208、
M.T.＝142.9）
（N＝1,305、
M.T.＝143.4）
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　「簡単に高収入を得られるとうたった副
業や投資などの儲け話」について、広告を
見たり、勧誘を受けたりした経験があるか
聞いたところ、いずれかの経験があるとい
う割合は35.8％でした。
　経験した内容は、多い順に「簡単に儲か
る方法・ノウハウを教えるとするもの」
（17.4％）、「不動産オーナー投資（土地や
マンションなど不動産への投資）」（12.4％）、
「ファンド型（事業）投資商品（農業・畜産・
太陽光発電などへの投資）」（9.6％）となっ
ています（図表Ⅱ-1-6-6）。
　年齢層別にみると、「簡単に儲かる方法・
ノウハウを教える」では15歳から59歳まで、
「不動産オーナー投資」、「ファンド型（事
業）投資商品」、「海外宝くじ（購入した覚

えのない海外の宝くじに高額当選したとの
連絡など）」では40歳から69歳までで、比
較的高くなっています49。
　このような「儲け話」に対して、契約す
ることを検討したか聞いたところ、「契約
することを検討しなかった」という割合が
９割近くを占めました。
　一方で、「契約することを検討した」と
いう人は１割程度いました。そこで、検討
した理由について聞いたところ、「知人が
勧めていたから」が最も高く37.7％、次い
で「事業者が信用できると思ったから」
（32.9％）、「『今回限り』、『あなただけ』
など限定の特典があったから」（15.4％）
などという結果でした（図表Ⅱ-1-6-7）。
　本章第４節でもみたように、副業や投資、
情報商材に関連する相談が増加していま
す。不審な投資の広告を見たり、簡単にも
うかる方法を教えるといった勧誘を受けた

「儲け話」について、広告を見たり勧誘を受けたり
した人のうち１割程度が「契約することを検討した」

49�）15歳から59歳までについては、「簡単に儲かる方法・ノウハウを教える」が20％から30％程度となっており、40
歳から69歳までについては、「不動産オーナー投資」が15％から20％程度、「ファンド型（事業）投資商品」が10％
から15％程度、「海外宝くじ（購入した覚えのない海外の宝くじに高額当選したとの連絡など）」が10％程度となっ
ており、他の年齢層と比べて比較的高くなっている。

図表Ⅱ-1-6-5 詐欺的な請求を受けた際の対応

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「詐欺的な請求を受けた『経験あり』と回答した項目について、あなたはどのように対応しましたか。」との問に対する回答（複数

回答）。

72.4

61.4

47.7

77.5

84.6

65.1

11.6

2.2

2.9

22.9

13.0

4.1

10.5

9.5

4.3

8.4

7.6

3.2

13.6

11.0

5.1

1.0

4.0

0.9

2.2

0.8

1.8

0.2

1.3

1.1

0.5

1.5

0.7

1.4

0.9

3.4

6.1

19.3

39.0

4.1

3.7

23.4

0.2

1.4

1.8

0.4

0.3

1.6

（％）

無回答その他指示に
従った

発信元に
問い合わ
せた

警察や消費生
活センターな
どの公的機関
に相談した

家族や友
人など身
近な人に
相談した

イ ン タ ー
ネットなど
で対応策を
調べた

無視した

（N＝2,187、
M.T.＝115.4）

（N＝436、
M.T.＝103.0）

（N＝1,988、
M.T.＝115.7）

（N＝277、
M.T.＝103.2）

（N＝591、
M.T.＝107.1）

（N＝1,306、
M.T.＝117.1）

実在する団体と紛らわしい名称をかたって、
災害支援をうたい文句に、義援金の支払いを
求められた

公的機関のような名称で支払いを要求するは
がきなどを受け取った

振り込め詐欺の電話がきた

医療費や税金などの還付金を払うので銀行な
どのATMに行くように指示された

インターネット閲覧中に、突然「端末からウィ
ルスを検出しました」、「今すぐアップデート
が必要」などの警告画面が表示された

利用したつもりのない有料動画サイトなどの
請求に関する電子メールやSMSが届いた
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りしても、多くの人は「契約することを検
討しない」という適切な対応をしています
が50、知人等に勧められたり、事業者を信

用できると思ったりすることによって、ト
ラブルにつながる行動をとってしまうこと
があり得ることが分かります。

50�）消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）で、「簡単に高収入を得られるとうたった副業や投資などの儲け話」
について、広告を見たり、勧誘を受けた経験があるといういう人（N＝2,167）に、その（それらの）広告や勧誘に
より、契約することを検討したか聞いたところ、「（いずれについても）契約することを検討しなかった」と回答し
た人の割合は88.3％となっている。

図表Ⅱ-1-6-6 「儲け話」の広告を見たり勧誘を受けたりした経験

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、これまでに、簡単に高収入を得られるとうたった副業や投資などの儲け話について、広告を見たり、勧誘を受けた

りした経験がありますか。」との問に対する回答（複数回答）。
　　　　 3． （※）レンタルオーナーとは、消費者が事業者から購入した商品を、事業者が借り受けて第三者に有料で貸し、事業者が得た収

益の一部を消費者に支払うもの。

17.4

12.4

9.6

8.4

4.1

3.4

2.6

1.1

1.1

60.3

3.9

0 5040302010 60
（％）

ファンド型（事業）投資商品
（農業・畜産・太陽光発電などへの投資）

不動産オーナー投資
（土地やマンションなど不動産への投資）

海外宝くじ（購入した覚えのない海外の宝くじに
高額当選したとの連絡など） いずれかの

経験あり
（計）35.8％

無回答

その他

レンタルオーナー（※）の募集

未公開株への投資

海外通貨への投資

仮想通貨の交換と関連付けた投資

広告を見たり、勧誘を受けたりしたことはない

（N＝6,053、M.T.＝124.3%）

簡単に儲かる方法・ノウハウを教えるとするもの
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　消費者の行動と事業者の消費者対応につ
いて聞いたところ、「事業者は、自社の商
品やサービスについて消費者の疑問が解決
するまで丁寧に説明すべきである」に対し
て、「そう思う」（「かなりそう思う」＋「あ
る程度そう思う」。以下同じ。）という割合
は88.8％、「事業者は、消費者からの苦情
や要望を品質やサービスの向上に有益な情
報と捉えるべきである」に対して、「そう

思う」という割合は85.1％と、いずれも９
割近くを占めるという結果になりました。
　一方、「消費者には、納得するまで事業
者に苦情や要望に対応してもらう権利があ
る」に対して、「そう思う」という割合は
66.0％、「消費者は、自らの感情だけでな
く社会的な良識を踏まえて苦情や要望を言
うようにすべきである」に対して、「そう
思う」という割合は83.1％となっています
（図表Ⅱ-1-6-8）。
　消費者は事業者の商品やサービスに対す
る期待が高いと同時に、自らに対しても節
度ある行動が必要と考えていることがうか
がえます。

（ ４）「事業者の消費者対応」に関する意識

事業者に、疑問が解決するまで丁
寧な説明を求める人は ９割

図表Ⅱ-1-6-7 副業や投資の広告に接して契約した又は契約することを検討した理由 

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「『契約した』又は『契約することを検討した』理由は何ですか。」との問に対する回答（複数回答）。

37.7

32.9

15.4

9.6

5.7

3.5

1.8

8.8

11.0

1.3

0 403530252015105 45
（％）

（N＝228、 M.T.＝127.6%）無回答

特に理由はない

その他

事業者や社長の理念に共感できたから

有名人が勧めていたから

元本保証だったから

事業者が信用できると思ったから

知人が勧めていたから

「今回限り」、「あなただけ」など、限定の特典が
あったから

広告が掲載されている媒体が信用できると
思ったから
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　近年、社会的な良識を踏まえず自己の感
情に基づいて事業者に対して過大な要求を
する一部の消費者への対応により、事業者
の負担が重くなっているという指摘があり
ます。
　消費者からの過大な要求に対して、事業
者はどのように対応すべきと考えるか聞い
たところ、回答者全体では「対応する必要
はない」という割合が4.4％、一方、「消費
者が納得するまで対応すべきである」とい
う割合は8.8％と、両極端な考え方を示す
人はそれぞれ10％に満たないことが分かり
ます。これに対し、事業者は「対応できる
内容とできない内容をはっきりと説明すべ
きである」という割合は78.6％となってい
ます（図表Ⅱ-1-6-9）。
　年齢層別にみると、「対応する必要はな
い」という割合は、39歳以下の若い年齢層
で比較的高く、「消費者が納得するまで対
応すべき」という割合は70歳以上の年齢層
が他の年齢層に比べ高くなっています（図

表Ⅱ-1-6-9）。

　さらに、消費者から事業者への過大な要
求を防止するため、どのような取組が必要
と考えるか聞いたところ、割合が高い順に、
「過大な要求に対処するための公的なルー
ルやガイドラインの整備」（61.8％）、「事
業者や事業者団体による指針や対応マニュ
アルなどの整備」（31.9％）、「公的機関に
よる消費者への啓発活動」（31.4％）など
となっています。
　消費者から事業者への過大な要求防止の
ために、消費者は、行政機関や事業者、事
業者団体によるルールや基準の整備が必要
と考えていることがうかがえます（図表Ⅱ- 
1-6-10）。

「事業者は対応可否の内容についてはっ
きりと説明すべき」と考える人が ８割

過大な要求防止には「公的ルールやガイ
ドライン整備」が必要と考える人が多数

図表Ⅱ-1-6-8 消費者の行動と事業者の消費者対応について

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者の行動と事業者の消費者対応について、どのように考えますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。

1.2

1.3

1.3

1.3

0.6

0.5

1.3
0.7

1.3

1.2

5.8

1.9

8.1

11.9

25.7

13.0

42.3

43.1

40.1

37.5

46.5

42.0

25.9

45.6

83.1

66.0

85.1

88.8

かなりそう思う ある程度そう思う どちらともいえない
あまりそう思わない ほとんど・全くそう思わない 無回答

0 80604020 100
（％）

事業者は、自社の商品やサービスについて消費者
の疑問が解決するまで丁寧に説明すべきである

事業者は、消費者からの苦情や要望を品質やサー
ビスの向上に有益な情報と捉えるべきである

消費者には、納得するまで事業者に苦情や要望に
対応してもらう権利がある

消費者は、自らの感情だけでなく社会的な良識を
踏まえて苦情や要望を言うようにすべきである

（N＝6,053）
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図表Ⅱ-1-6-9 消費者からの過大な要求に対する事業者の対応について

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者からの過大な要求に対して、事業者はどのように対応すべきと考えますか。」との問に対する回答。
　　　　 3． 四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
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70歳以上
（N＝1,305）

60歳代
（N＝1,208）

50歳代
（N＝978）

40歳代
（N＝1,074）

30歳代
（N＝742）

20歳代
（N＝456）

10歳代後半
（N＝290）

全体
（N＝6,053）

対応する必要はない 消費者が納得するまで対応すべきである
対応できる内容とできない内容をはっきりと説明すべきである
その他 わからない 無回答

（%）

図表Ⅱ-1-6-10 消費者からの過大な要求防止のために必要と考える取組

（備考）　 1． 消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）により作成。
　　　　 2． 「あなたは、消費者から事業者への過大な要求を防止するため、どのような取組が必要と考えますか。」との問に対する

回答（複数回答）。
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0 604020 80
（％）

過大な要求に対処するための公的なルールや
ガイドラインの整備

事業者や事業者団体による指針や
対応マニュアルなどの整備

（N＝6,053、M.T.＝166.5％）無回答

わからない

その他

事業者や事業者団体による消費者への啓発活動

公的機関による消費者への啓発活動
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